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　日本の高齢化については、諸外国に例をみないスピードで進行しています。65歳以上の人口は、現在3,000万人を

超えており（国民の約4人に1人）、総人口に占める割合の26.0％を占め、今後、2025年には3,657万人、2042年には

3,878万人とピークに達し、2060年には国民の約2.5人に1人が65歳以上の高齢者という社会が到来するであろうと推

計されています（厚生労働省より）。

　そこで国は、平均寿命の延伸とともに、健康な期間だけではなく、「不健康な期間」も延びることで、医療費や介護給

付費の多くを消費する期間が増大することが予測され、「健康寿命の延伸」を掲げ、さらなる健康増進を図っておりま

す。

　国は、団塊の世代が75歳以上に到達し、人口の約3割を高齢者が占めるとされる2025年に向けて、高齢者や障がいの

ある方の尊厳ある「自立」の一助と成り得るための「地域包括ケアシステム」を推進しています。国を挙げたこのシス

テムの構築は、「疾病予防」・「健康増進」・「介護予防」などによって、平均寿命と健康寿命の差を短縮することで、人の

生活の質の低下を防ぐとともに、社会保障負担の軽減も期待できるものと推察します。

　この時代の流れは、当然ながら我々理学療法士の職域にも強い影響を与えました。そして、予防理学療法・急性期理

学療法・回復期理学療法・維持期理学療法・生活期理学療法などの職域拡大へと発展してまいりました。しかし一方

で、このような時代だからこそ、リハビリテーションの原点、そして理学療法士の原点を確認する必要があると考えま

す。

　リハビリテーション医療は、『基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法等の治療法より構成され、…。』となって

います。この『能力の回復を目的』と明記されている職種として、また『治療者』として明記されている職種として、

本来の理学療法士の核をしっかりと再度確認しながら、この社会における役割を自覚し、そして、その役割を極めるこ

とこそが大切だと考えます。

　本会の学術誌は、上記を踏まえた公益事業の一つとして、理学療法の知識・技術の向上を図るため、理学療法の成果

の報告や各研修会での講演内容を報告すること、また、研修会や学会等に参加できない会員に対しても、学術誌等の媒

体を通じて研修内容の提供・周知を行うことを目的として発刊しています。よって、この学術誌から得られた知識・技

術を県民の方の「尊厳ある自立」と「活力のある地域社会の構築」に向けて発信していただければと考える次第です。

　最後に、本学術誌が会員皆様にとって有意義なものになることを祈念いたします。

巻頭言

基本動作能力回復の専門家として

公益社団法人福岡県理学療法士会　　会長　西浦　健蔵
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■Ⅰ　はじめに

　今後の日本の高齢者人口をみると、2025年には3657

万人となり、3人に1人が65歳以上、また、75歳以上も

増加し5人に1人という割合になる見込みである。そし

てそんな中、認知症高齢者の増加、高齢者単独や夫婦の

み世帯の増加などが見込まれるが、その傾向は都市部と

地域では状況が異なり、都市部・地域それぞれの地域で

の対応が必要とされる。また、その人口構造の影響を

介護保険でみると、要介護率が高くなる75歳以上人口

は2025年をピークに急激に増加しその後は横ばいとな

り、一方、85歳人口以上はその後10年程度増加する見

込みである。そんな中、介護保険料を負担する40歳以

上の人口は2025年には7769万人で、うち40～64歳の

生産年齢は4112万人と、約53％で約半数を占めるもの

の、2060年には43％と半数を割り込み、保険料の負担

が大きくなることが想定される（図1）1)。このため、厚

生労働省は、2025年（平成37年）を目途に、高齢者の

尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限

り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期ま

で続けることができるよう、地域の包括的な支援・サー

ビス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進し

ている。これに関しては、昨年度の本「理学療法　福

岡」に森本氏と白石氏が詳しく書かれている。そして、

現在厚生労働省の新たな展開としては、都道府県・市町

地域包括ケアシステムの現状
─ 福岡県理学療法士会 ─

公益社団法人　福岡県理学療法士会

地域包括ケアシステム推進委員会

委員長　松﨑　哲治

特集「地域包括ケアシステム～現地レポート～」

要介護率が高くなる75歳以上の人口の推移 介護保険料を負担する40歳以上人口の推移
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村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を

総合的に支援するため、厚生労働省は、平成27年7月よ

り「地域包括ケア『見える化』システム」を稼働させて

いる。今回はこの「地域包括ケア『見える化』システ

ム」についてまず述べる。

■Ⅱ　「地域包括ケア『見える化』システム」とは

　「地域包括ケア『見える化』システム」（以下、本シス

テム）は、都道府県・市町村における介護保険事業（支

援）計画等の策定・実行を総合的に支援するための情報

システムである。介護保険に関連する情報をはじめ、地

域包括ケアシステムの構築に関する様々な情報が本シス

テムに一元化され、かつグラフ等を用いた見やすい形で

提供される。本システム利用の主な目的は、以下のとお

りである。

・地域間比較等による現状分析から、自治体の課題抽出

をより容易に実施可能とする

・同様の課題を抱える自治体の取組事例等を参照すること

で、各自治体が自らに適した施策を検討しやすくする

・都道府県・市町村内の関係者全員が一元化された情報

を閲覧可能となることで、関係者間の課題意識や互い

の検討状況を共有することができ、自治体間・関係部

署間の連携が容易になる

　また、本システムは、平成27年7月の本格稼働以降、

一部の機能を除いて誰でも利用することができるように

なっている。

　このことから、住民も含めた地域の関係者間で、地域の課

題や解決に向けた取組を共有でき、地域包括ケアシステムの

構築に向けた取組を推進しやすくなることが期待される。

　この「地域包括ケア『見える化』システム」を用い、

福岡県を見てみると、福岡県では、65歳以上人口が

2040年には35％を超え、生産年齢は54％になると見込

まれている。また、要介護認定率をみると、福岡県では

19.4％となり、年々増加傾向である。このように都道府

県ごと、また、市町村ごとに見ていき、地域分析し、そ

の地域ごとでの対策を行うことが必要とされている。そ

して、市町村に積極的に関わるために、日本理学療法士

協会では、平成26年度より育成制度として、【地域包括

ケア推進リーダー】、【介護予防推進リーダー】の2つの

認証コースを設定し、それぞれの目指すリーダー像に近

づくための履修要件と研修内容を設計した。

■Ⅲ　福岡県理学療法士会の各リーダーの現状

　日本理学療法士協会により設計された、【地域包括ケア

推進リーダー】、【介護予防推進リーダー】2つの認証コー

スの福岡県理学療法士会の登録状況を以下に述べる。

平成28年2月23日現在では、

　・地域包括ケア推進リーダーｅ－ラーニング修了者　469名

　・地域包括ケア推進リーダー導入研修会修了　390名

　・地域包括ケア推進リーダー資格取得者　　　344名

　・介護予防推進リーダーｅ－ラーニング修了者　409名

　・介護予防推進リーダー導入研修会修了者　　253名

　・介護予防推進リーダー資格取得者          　 233名

となる。介護予防推進リーダー資格取得者数と、地域包

括ケア推進リーダー資格取得者数に差がある原因は、地域

包括ケア推進リーダー導入研修会は平成27年10月25日に

行われたものの、介護予防推進リーダー導入研修会は、平

成28年3月13日に開催されたため、差がでたものと考え

られ、今後の登録で、ほぼ同じになると思われる。

■Ⅳ　福岡県理学療法士会の取り組み

　福岡県理学療法士会では、日本理学療法士協会により

設計された、【地域包括ケア推進リーダー】、【介護予防推

進リーダー】2つの認証コースに加え、「地域包括ケア推

進リーダーステップアップ研修会」など独自の研修会を

開催し、理学療法士の質の強化に努めている。平成27年

度では、地域包括ケア推進リーダー既資格取得者限定で、

「地域ケア会議助言者としての対応」の講義や、グルー

プワークで「地域ケア会議資料の見方・模擬ケア会議」

を行い、どの理学療法士が「地域ケア会議」に派遣され

ても差のない助言ができるよう、理学療法士の助言レベ

ル均一とレベルの強化に努めた。また、会員公開特別講

演として、熊本大学の都竹　茂樹先生にお越しいただき、

「高齢者の筋トレの意義と具体的指導法　－効果的・効

率的・魅力的なアプローチ－」というテーマでご講演い

ただき、知識の向上を図った。

　また、そのほかに、福岡県作業療法士協会が県より地

域医療介護総合確保基金補助金をいただき、公益社団法人

　福岡県作業療法協会・公益社団法人　福岡県理学療法士

会・一般社団法人　福岡県言語聴覚士会　三団体合同で、

「福岡県リハビリ専門職の介護予防指導者養成研修会」を

三地域にて開催し、福岡県理学療法士会が糸島市より補助

金をいただき、「在宅医療・介護連携コーディネーター育

成研修会（Ⅰ）」・「在宅医療・介護連携コーディネーター

育成研修会（Ⅱ）」を開催し、質の向上を図った。

　「福岡県リハビリ専門職の介護予防指導者養成研修会」

では、「新しい介護事業（介護予防・日常生活支援総合

事業）について」というテーマで、厚生労働省老健局　

老人保健課　村井 千賀先生や北九州市健康推進課　宮

永 敬市先生（元厚生労働省　老健局　専門官）にご講演
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いただき、また「福岡県内市町村の介護予防事業につい

て」などの講演を行った。

　また、「在宅医療・介護連携コーディネーター育成研修

会（Ⅰ）」では、「自立支援に向けた住宅改修と福祉用具

選定のポイント」というテーマで、住まいと介護研究所 

所長　谷口 昌宏先生・「地域づくりによる介護予防の展

開～大東市における住民主体の介護予防の取り組み～」

というテーマで、大東市保健医療部地域保健課　逢坂 伸

子先生・「認知症？なんのその！死ぬまで現役と誇りを支

えるリハビリテーション」というテーマで、九州保健福

祉大学　小川 敬之先生・「高齢者におけるサルコペニア

とリハビリテーション栄養」というテーマで、熊本リハ

ビリテーション病院　吉村 芳弘先生にご講演いただき、

知識の向上を図った。「在宅医療・介護連携コーディネー

ター育成研修会（Ⅱ）」では、「新たな地域支援事業と福

岡県の取り組み」というテーマで、福岡県高齢者地域包

括ケア推進課長　大田 啄也先生・「糸島市の制度と政策、

そして地域包括ケア」というテーマで、糸島市役所健康増

進部 介護・高齢者支援課 高齢者支援係 小林 智子先生・

「地域包括ケアの進むべき道～医師からの要望・リハビリ

テーション関連職種に期待すること～」というテーマで、

糸島医師会理事 大塚内科・脳神経内科医院 院長　冨満 

久教先生・「地域包括ケアシステムにおいてリハ職に求め

られること～第6期介護保険事業計画から紐解く糸島市の

今後の課題と取り組み～」というテーマで、シンポジウム

を行い、それぞれの地域での取り組みを紹介した。

　平成28年度は、上記の地域医療介護総合確保基金補助

金を福岡県理学療法士会が県に申請しており、申請が通れ

ば、上記の研修会などを行うとともに、来年は護予防推進

リーダー既資格取得者向けに、介護予防推進リーダース

テップアップ研修会を開催したいと計画している。

■Ⅴ　福岡県理学療法士会の「地域ケア会議」・「介護予防

支援事業」への出務の現状

　現在、福岡県理学療法士会では、日本理学療法士協会

により設計された、【地域包括ケア推進リーダー】、【介

護予防推進リーダー】2つの認証コースを取得したもの

を、「地域ケア会議」や「介護予防・日常生活支援総合事

業」への出務に推薦している。

　現在、「地域ケア会議」への出務は、福岡県60市町

村中、31市町村に出務している（平成28年度予定も含

む）。平成28年度には福岡県60市町村すべてで、「地域

ケア会議」が開催されると伺っている。今後、市町村の

への働きかけや関係性の強化を図り、市町村への出務数

を増やすことが、福岡県理学療法士会特に、当地域包括

ケアシステム推進委員会の急務であると考える。

　また、「介護予防・日常生活支援総合事業」への出務を

述べる前に、「介護予防・日常生活支援総合事業」につい

て、まず説明する。「介護予防・日常生活支援総合事業」

の目的は、日常生活を送るうえで、何らかの支援が必要な

者や要介護に陥るリスクの高い高齢者を早期に把握し、個

人に応じた生活指導や介護予防活動及び健康づくりを支援

することで要介護状態を防ぐことを目的としている。対象

者は、介護認定等を受けていない65歳以上の住民で、基

本チェックリストにおいて「運動機能（3項目以上）」「栄

養（2項目）」「口腔機能（2項目以上）」「自立度（10項目

以上）」のいずれかに該当する者。また「交通手段がない」

「閉じこもり傾向」「転倒歴がある」などに該当する者

も、保健師等が協議し訪問対象者とする。そして、それら

対象者に対し、理学療法士と保健師等が自宅に訪問し、個

人に応じた生活指導や介護予防活動及び健康づくりのアド

バイス・住宅改修のアドバイスを支援する事業等が、「介

護予防・日常生活支援総合事業」である。

　この、「介護予防・日常生活支援総合事業」への出務

は、2市町村である（平成28年度予定も含む）。まだま

だ、この事業に関しては、市町村によって格差が大きく、

「介護予防・日常生活支援総合事業」を行っている市町村

が少ない。市町村への理学療法士の実績の紹介や、これま

で「転倒予防教室」や「住宅改修」などで活用した知識

や、日常生活活動向上へのアプローチ、更には、生きがい

や活動を高めるアプローチを理学療法士が行えることを紹

介し、関与・参画していく必要がある。その広報も、当地

域包括ケアシステム推進委員会の急務であろう。

■Ⅵ　終わりに

　我々理学療法士が・都道府県・市町村に関与・参画し

て行くには多くの課題や作業過程があるが、それらひと

つひとつ行い、後進の理学療法士のためにも、理学療法

士の職域拡大は急務である。また、「地域包括ケアシステ

ム」にもある、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の

目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地

域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシ

ステム）の構築に関わることは、理学療法士として、人

間として、当然である。そのためにも福岡県理学療法士

会は、更なる前進・取り組みを行わなければならない。

■文献

１）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人

口」（平成24年1月推計）
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■はじめに

　地域包括ケアシステムとは、団塊の世代が75歳以上

（後期高齢者）になる2025年（平成37年）を目途に、

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、

可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生

の最期まで続けることができるよう、地域で包括的な支

援・サービスが提供できる体制1）であり、その構築の主

体的役割は市町村や都道府県である。我々理学療法士を

はじめとする専門職は、地域の現状・ニードを把握し、

行政と協働してシステム構築に寄与していくことが求め

られる。この流れは、医療・介護・福祉分野の決められ

た枠組みの中で活動することが多かった理学療法士に

とってのパラダイムシフトであるといっても過言ではな

い。

　このような社会情勢の中、「地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律」が2014年に施行された2）。病床機能報告制度

が開始され、その報告をもとに都道府県が地域医療構想

を策定することとなり、病床機能再編は喫緊の課題であ

る。あわせて、地域支援事業（介護保険財源で市町村が

取り組む事業）の充実が求められ、訪問介護と通所介護

は全国一律の予防給付から地域支援事業に移行すること

で多様なサービス提供が求められることになった。

　このように、地域包括ケアシステムは介護保険の範疇

を超え、医療と介護の一体的な改革の中に位置付けられ

た。これに対して日本理学療法士協会（以下、PT協会）

が重点課題として掲げている「地域ケア会議」と「介護

予防」に焦点をあて、当院が福岡県筑後地区介護予防支

援センターの立場で関わっている久留米市ならびにうき

は市での取り組みについて報告する。

■介護予防支援センターについて

　福岡県における介護予防支援センターの設立は、障害

のある人々や高齢者およびその家族が住み慣れたところ

で、そこに住む人々とともに、一生安全に、いきいきと

した生活が送れるよう、医療や保健、福祉及び生活にか

かわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーション

の立場から協力し合う3）という地域リハビリテーション

の概念に端を発する。福岡県は、平成18年4月から市町

村において介護予防事業を実施するにあたり、市町村や

地域包括支援センター、事業者への運動器機能の向上を

中心とした専門的・技術的な支援、助言、研修等を通じ

て、地域における介護予防支援体制の整備を図ること

を目的に、県内4地域に介護予防支援センターを設置し

た。委託先は、北九州ブロックが小倉リハビリテーショ

ン病院、福岡ブロックが福岡リハビリテーション病院、

筑豊ブロックが飯塚病院、筑後ブロックが久留米リハビ

リテーション病院である。

■職種連携について

　地域ケア会議や介護予防に関わる中で行政や地域包括

支援センター等との協働が増えてきた。その中で感じ

たことは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の3職

種（以下、リハビリ3職種）の窓口を一本化しなければ

ならないということであった。現在、リハビリ3職種は

それぞれが職能団体をもち県内を複数のブロックに分け

運営を行っている。福岡県理学療法士会（以下、PT県

士会）も北九州・福岡・筑後の3支部がそれぞれの地区

（全8地区）を総括する形で運営がなされている。しか

し、地域包括ケアシステム構築に対応するには、支部・

地区単位の活動では対応困難であり、さらにリハビリ3

職種の連携が必要であった。久留米地区PTOTST連絡会

議やうきは地区PTOTST連絡会議は、このような背景が

あり、平成26年12月に福岡県下のリハビリ3職種職能団

体の筑後地区担当理事に要請を行い、多くの専門職の協

力を得て発足した。

■PTOTST連絡会議について

　久留米地区PTOTST連絡会議は、久留米市で開催が決

まっていた地域ケア会議に対応するため、平成27年4月

22日に組織化された。代表（1名）、副代表（2名）、事

務局（1名）を選出している。毎月第2水曜日の19時か

地域包括ケアシステム
─ 現地レポート ─

久留米リハビリテーション病院

福岡県筑後地区介護予防支援センター

今村　純平
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ら定例会議を開催しており、主な開催場所は久留米市役

所会議室で、参加者数は25名程度である。主な役割は、

久留米市と各職能団体との連絡窓口や地域ケア会議に派

遣する会員への教育・支援である。

　うきは地区PTOTST連絡会議は、うきは市の介護予

防事業に協力するため、平成28年1月7日に組織化され

た。久留米地区と同様に代表（1名）、副代表（2名）、事

務局（1名）を選出している。現在、うきは市の介護予

防事業で使用する住民向け介護予防DVDの作成に協力す

るため、月2回の頻度で活動している。開催場所はうき

は市役所であり、参加者は40数名程度である。

　いずれの組織も各職能団体の支援を得て組織化してお

り、参加者には職能団体への加入をお願いしている。組

織の名称にも設立時の思いを取り入れた。1つは、久留

米市やうきは市ではなく久留米地区やうきは地区とした

ことである。これは、単独でPTOTST連絡会議の組織化

が難しい近隣市町村を将来的に支援することを想定した

ものである。もう1つは、リハビリテーション連絡会議

とせずPTOTST連絡会議としたことである。これは、リ

ハビリテーションの基本理念といえる「全人間的復権」

を踏まえ、リハビリ3職種のみで「リハビリテーショ

ン」を名乗ることを控えたことによる。

■地域ケア会議について

１．地域ケア会議の役割

　地域ケア会議は「高齢者個人に対する支援の充実」と

それを支える「社会基盤の整備」とを同時に進める、地

域包括ケアシステムの実現に向けた手法とされ4）、①個

別課題解決、②ネットワーク構築、③地域課題抽出、④

地域づくり・資源開発、⑤政策形成、の5つの機能があ

る（図1）。久留米市には4種類の地域ケア会議があり、

解決すべき課題の内容によって開催頻度や参加者が異な

る5）。個別事例の支援内容の検討は、「自立支援地域ケ

ア会議」と「個別支援地域ケア会議」で行われる。前者

は介護保険法の理念に基づく「高齢者の自立支援および

生活の質の向上」に資するための会議であり、後者は地

域住民の有する個別課題について「多様な視点から検討

を行う」ことにより課題解決を支援する会議である。ほ

かに、個別レベルの地域ケア会議で抽出された課題につ

いて解決策を検討する「地域課題検討ケア会議」と、地

域課題から政策形成までを実現させる「地域ケア推進会

議」がある。職能団体である福岡県士会としては専門職

助言者という立場で、自立支援地域ケア会議に会員を派

遣しており、平成27年10月から市内5圏域で1回／月の

頻度（1回の会議で5事例を実施、1事例の実施時間は25

分）で始まった。市内全域で考えると25事例／月を検討

している。これ以降は、自立支援地域ケア会議のことを

「地域ケア会議」と称する。

　地域ケア会議を開始するにあたり、久留米市と地域包

括支援センター（以下、包括）による検討会議が立ち

上がり、介護予防支援センターの立場で参加した。この

なかでリハビリ3職種の窓口一本化についての要請があ

り、これに応える形で久留米地区PTOTST連絡会議が組

織化されたのは先述のとおりである。

 

　地域ケア会議開催までに久留米地区PTOTST連絡会議

として、久留米市ならびに包括との連絡調整、模擬地域

ケア会議開催（平成27年9月に2回実施）への協力（写

真1）、専門職交流会への参加などの活動を行った。模

擬地域ケア会議は、主に介護支援専門員（以下、ケアマ

ネジャー）やサービス提供事業所（以下、事業所）との

規範的統合（考え方の共有）を目的に地域包括支援セン

ターが開催したものである。なぜなら、地域ケア会議の

事例提供者はケアマネジャーであり、地域ケア会議での

検討結果をもとにサービスを提供するのは事業所である

ため、地域ケア会議の開催目的を理解してもらう必要が

あったからである。模擬事例作成を、包括と各専門職団

体が協働して行ったことは今から考えると非常に重要な

プロセスであり、地域ケア会議に対する規範的統合を図

る第一歩になった。

図１．地域ケア会議の5つの機能

写真１．模擬地域ケア会議の風景
（平成27年9月17日　於：久留米市民会館）
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　平成25年2月14日に厚生労働省老健局振興課から都道

府県に出された事務連絡の中で、地域ケア会議とサービ

ス担当者会議の違いが示されており、地域ケア会議の役

割として「自立支援に資するケアマネジメント実践力」

の向上が位置付けられている。つまり、地域ケア会議の

中で各専門職が自立支援に資する助言を行い、それを繰

り返すことで、参加者のケアマネジメント実践力が向上

すると期待されている。裏を返せば、高齢者の自立支援

のための手段である介護保険が適切に活用されていない

という評価6）に基づくものと考えている。

２．思考プロセスの標準化

　ケアマネジャーには自立支援に資するケアマネジメン

トの実践が求められている。効果的なケアマネジメン

トを実施するためには、課題を明確にし（問題点の抽

出）、工程を分解し（どの工程が問題になっているかを

明確にし）、その原因が何であるか、その原因は改善可

能であるか、改善可能であるとするならばどのような方

法で可能であるかを明らかにする必要がある（図2）。例

えば、「入浴が自力でできない」という課題に対し、「通

所サービスで入浴する」という解決策では自立支援につ

ながらない。「入浴」という行為を工程分解すると「浴

室まで移動する」「服を脱ぐ」「浴室に入り移動する」「洗

体・洗髪をする」「お湯で流す」「浴槽に入る」「浴槽から

出る」「タオルで体を拭く」「服を着る」などの工程に分

割される。さらに「浴槽に入る」という動作1つをとっ

ても様々な方法がある。浴槽縁に腰かけて跨ぐ方法を例

にとると「浴槽縁に腰かける」「座ったまま浴槽縁をまた

ぐ」「両手で体を支え臀部をずらしながら浴槽に入り座

る」などの工程に分解される。「座ったまま浴槽縁をまた

ぐ」という工程が困難と判断した場合、その原因が何で

あるのかを明確にしなければならない。「座位が不安定」

「股関節の屈曲可動域制限」「股関節屈曲筋力低下」な

ど様々な原因が考えられる。例えば「股関節屈曲筋力低

下」が原因である場合、筋力向上という身体機能の改善

が期待できない場合には、代償動作の獲得や環境調整な

どによって補わざるを得ない。このように課題の抽出、

工程分解、原因分析、改善可能性検討、介入内容の決定

という一連の思考プロセスは自立支援には必須であり、

支援する高齢者ならびにそれに関わる関係者が共有しな

ければならない。この工程分解を行わずに、単に「入浴

ができない」という課題に対応すると不必要な介助を行

うだけでなく、対象となる高齢者の自立意識を奪い去っ

てしまうことになりかねない。この思考プロセスを地域

ケア会議においてわかりやすくケアマネジャーに提示す

ることが重要である。

■介護予防について

　平成29年度末までに訪問介護と通所介護が予防給付か

ら地域支援事業に移行されることになった。介護予防事

業は、現行の一次予防事業と二次予防事業から、介護予

防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）7）における

一般介護予防事業と介護予防・生活支援サービス事業に

移行される（図3）。予防給付で訪問介護と通所介護を利

用していた対象者は、一般介護予防事業の中の地域介護

予防活動支援事業と、介護予防・生活支援サービス事業

の中に位置付けられる多様なサービスにおいて生活機能

を維持・向上させていくことになると思われる（図4）。

一般介護予防事業の中には、地域リハビリテーション活

動支援事業が新しく位置付けられ（図3）、「地域におけ

る介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪

問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通

いの場等へのリハ専門職等の関与を促進する」とされて

おり8）、住民主体の活動をどのように支援していくかが

専門職の課題となる（図5）。

　平成27年度から28年度にかけて福岡県介護予防支援

センターによる市町村支援事業（以下、モデル事業）が

実施されることとなった。これは前述の住民主体の活動

を支援していくという地域づくりに焦点を当てた事業で

あり（図6）、専門職等を活かした介護予防機能の強化が

求められている。県内4つの介護予防支援センターがモ

デルとなる市町村と連携して事業を展開していくことに

なるが、筑後地区では久留米市とうきは市がモデル市と

して選定された。久留米市における事業は人口30万人

強の中核市モデルとして位置付けており、筑後地区介護

予防支援センターが久留米東地域包括支援センターなら

びに久留米北地域包括支援センターと連携して、介護予

図２．自立支援に資するアセスメントの流れ
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防の機能を持った地域づくりを支援することになった。

現在、地域の事業所と連携してモデルとなる住民グルー

プの選定を行っている。あわせて、自助・互助意識を高

め、グループの活動を促進してくれるキーマンを養成す

る講座（介護予防サポーター養成講座）の実施を検討し

ている。

　うきは市における事業は人口数万人の市町モデルとし

て位置付けている。市内40カ所あまりで一次予防事業

として「げんき塾」を実施しているが、H28年度からの

総合事業へ移行に伴い、住民の主体性を引き出すこと、

さらに実施していない地域でも新しく通いの場を立ち上

げ、活動支援ができるツールとして運動用DVDの作成に

取り組んでいる。DVDの作成には、うきは地区PTOTST

連絡会議が協力しており、完成したDVDが地域の医療機

関や事業所でも活用されることを期待している。

 

■エンパワーメントと規範的統合

　エンパワーメントとは権限を委譲することであるが、

人事労務用語においては「自主的・自律的な行動を引き

出す支援活動」を意味する。地域包括ケアシステムにお

いては、エンパワーメントは非常に重要である。

　地域ケア会議の目的の1つに、ケアマネジャーの自立

支援に資するアセスメント能力向上の支援がある。自立

支援に資するアセスメントを行うためには、先述の通り

「課題抽出」「工程分解」「原因分析」「改善可能性検討」

「介入内容決定」のプロセスが必須であり、我々理学療

法士が日常業務で行っている思考プロセスである。助言

者として参加する専門職は「個別課題解決」のための助

言が本来の目的ではなく、この思考プロセスをケアマネ

ジャーが日々のケアマネジメントで活用できるように支

援することが重要である。上記の思考プロセスをケアマ

ネジャーにエンパワーメントするためには、地域ケア会

議の発言時に専門職の思考プロセスを「見える化」して

提示しなければならない。久留米市では地域ケア会議開

始前から、「自立支援型ケアマネジメント」に関する研修

図３．総合事業における介護予防事業の位置づけ（厚生労働省：
介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインより）

図４．総合事業の構成と介護予防・生活支援サービス事業にお
ける多様なサービス（厚生労働省：介護予防・日常生活
支援総合事業ガイドラインより）

図５．地域リハビリテーション活動支援事業の概要（厚生労働
省：介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインよ
り）

写真２．うきは地区PTOTST連絡会議第1回会議の風景
（平成28年1月7日　於：うきは市役所西別館）

図６．介護予防モデル事業における地域づくりのイメージ図
（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成資料を一部
改変）
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会を、ケアマネジャーを対象に実施するとともに、ADL

ならびにIADLアセスメント表を地域ケア会議関連資料と

して位置付け、活用している。今後は、リハビリ専門職

とケアマネジャーがグループワークなどを通して意見交

換できる場を設けたり、ケアマネジャーがアセスメント

しやすいツールを提供したりするなどの取り組みが必要

である。

　介護予防におけるエンパワーメントの対象者は地域住

民である。厚生労働省は新しい介護予防事業として「住

民運営の通いの場」の充実を挙げている。元気な高齢者

を対象とした一次予防事業と虚弱高齢者を対象とした二

次予防事業を区別せず、あわせて、要支援者が利用する

訪問介護と通所介護も予防給付から総合事業に移行す

る。つまり、「住民運営の通いの場」には、元気な高齢

者だけでなく虚弱な高齢者や要支援者が参加し、介護予

防の取り組みが推進されることになる。ここには当然、

リハ専門職は常駐していないため、必然的に地域住民の

互助機能が求められる。リスク管理の方法や他者への支

援方法、運動の方法や負荷量の決定など、リハ専門職が

行っていた役割の一部を地域住民が担うことになる。

筒井は、介護予防マネジメントにおいて対象者自身の

セルフケアマネジメントの重要性を示しており9）、理学

療法士の持つ技術を分りやすく地域住民にエンパワーメ

ントすることは重要である。特定の専門職の間でしか理

解できない用語や手技は住民にエンパワーメントできな

い。介護予防をはじめとする地域包括ケアシステムを通

じて、理学療法は標準化されなくてはならないと感じて

いる。また、個別かつ濃密な対応で業務を遂行すること

（個別リハビリ）に慣れた理学療法士が、地域住民とい

う集団にマネジメントを通じて結果を出すためには大い

なる努力が必要である。

　規範的統合とは「考えや思いを共有すること」であ

る。地域ケア会議は個別事例を解決するだけでなく地域

課題を抽出する場であるということ、介護予防は住民が

主体的に運営できるように支援していかなければならな

いこと、理学療法士が地域で発言することは分りやすく

普遍的でなければならないことなどを地域で従事する理

学療法士が共通して認識しなければならない。

■地域包括ケアシステムからみる教育のあり方

　PT協会は地域包括ケアシステムに対応するため、地

域包括ケア推進リーダーと介護予防推進リーダーの2つ

の制度を導入した。県士会はリーダー取得を推進し研

修会等を開催している。しかし、これらの共通研修だけ

では充分とは言えない。久留米地区ならびにうきは地区

PTOTST連絡会議の活動において、この不足を埋める必

要がある。また、卒前教育が担う責任も大きい。専門職

としての社会的教育、地域への意識づけ、生涯学習への

取り組み方などを卒前教育から段階的に行っていく必要

性を感じる。そして、最も重要と考えるのは理学療法士

の勤務先が担う卒後教育である。医療機関では対象者を

「患者」として扱う。安全への配慮が最優先されるため

活動も制限される傾向にあるように思う。結果として、

入院生活の大半を医療職の管理下で過ごし、患者は「患

者」のまま退院する（地域に帰る）。退院後のサービス

利用時は「利用者」に呼称が変わる。医学的管理が必要

な「患者」ならびにサービスを提供される「利用者」か

ら、主体的に行動する「生活者」に転換させるマネジメ

ントが必要である。日常業務で実施される医師や看護

師、介護士、薬剤師、栄養士などとの協働の場も絶好の

教育の機会となる。職場内の他職種と協働できない専門

職が地域で協働できるとは思えない。

　地域ケア会議や介護予防事業に参加して気付いたこと

は、いかに自分が共助（医療保険や介護保険など）に

依存し、自助・互助への関わりが乏しかったかというこ

とである。医療機関に従事する理学療法士の地域ケア会

議や介護予防事業への参加意識が鈍いという声をよく聞

く。これまでの経験から、地域での活動は我々に様々な

気づきを与えてくれる新たな教育の場として重要であ

る。地域包括ケアシステムが我々理学療法士にもたらす

価値を再確認すべきではないだろうか。
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■はじめに

　福岡県田川市は、明治以降の石炭需要の高まりによ

り、明治初頭から昭和30年頃まで「炭都」として栄華を

誇り昭和30年には人口10万人をこえる当時としては日

本有数の大都市でした。しかし、その後の石炭から石油

へのエネルギー変換にともない、わが町田川は衰退し、

今では人口49,428人のうち65歳以上が15,465人で高齢

化31.3％（平成27年12月現在）の「過疎化の進んだ田

舎町」になってしまいました。（資料1）ちなみに、♪月

が出た出た♪月が出たヨイヨイ♪の炭鉱節のふるさとで

あり、平成23年5月には山本作兵衛氏の炭鉱記録画・記

録文書が「アンネの日記」や「ベートーベン第9交響曲

草稿」と肩をならべ、ユネスコの世界記憶遺産に登録さ

れました。

■田川市高齢化の現状

　田川市の高齢者を取り巻く現状として、後期高齢者の

増加、生産年齢人口の減少、高齢者世帯および高齢者単

独世帯の増加（資料2.3）、地域の問題として、住民の

行政区加入率低下、老人クラブ連合会加入率低下、地域

のつながりの希薄化などが挙げられ、このような現状か

ら、地域社会からの孤立による孤独死の増加、認知症高

齢者の増加に伴う徘徊、また要介護者増加に伴う介護者

不足などの問題が近い将来に顕在化してくると思われま

す。

　田川市の高齢化、近隣地区の高齢化はもちろん、今

後、日本全国の市町村が同じような過疎化、高齢化率上

昇という問題を抱えています。国はこのような問題に対

処するため、税・社会保障の一体改革を行い、団塊世代

が後期高齢者となる2025年を目途に、地域包括ケアシ

ステムの構築を目指しています。後期高齢者が要介護状

態になっても、お金をかけずに、つまり現状の公的扶助

田川市地域包括ケアシステム構築における
田川地区POS連絡協議会の取り組み

リハビリ訪問看護ステーションすばる　理学療法士

竹下　真大

田川市地域包括支援センターセンター長　事務主査（保健師）

山口のり子

　KEYWORD　地域包括ケアシステム、地域ケア会議、介護予防
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特集「地域包括ケアシステム～現地レポート～」

や介護保険制度に頼らず、地域の自助・共助・公助・互

助によって、慣れ親しんだ場所で安心して暮らしていけ

るコミュニティをつくることです。（資料4.5）そのため

には、暮らしていく地域ごとの地域特性と問題点を把握

して、住民主体による地域づくりが大切になってきます。

■田川市の医療介護の問題点・課題

　田川市でも地域包括支援センターが軸となり、田川

市の地域包括ケアシステムを構築するため、平成27年4

月、田川市支え合い体制づくり会議が発足しました。発

足当初、1つの会議体でしたが、議論の方向性と、役割

分担を明確にする目的で、「見守り部会」と「包括ケア部

会」に分かれ活動することになりました。（資料6）田川

市からの要請により、（公社）福岡県理学療法士会も「包

括ケア部会」の委員として、田川市の地域包括ケアシス

テム構築に参画することとなりました。「包括ケア部会」

では、田川市の地域包括ケアシステム構築上の課題を抽

出する目的で、デルファイ法調査、フォーカス・グルー

プインタビュー調査を行いました。デルファイ法調査で

は、部会委員12名を対象に質問紙調査を行い、田川市に

おける課題を抽出し、優先順位をつけました。（資料7）

1位は地域の医療・介護情報の集約不足、2位は多職種連

携の不足、3位は24時間365日の在宅医療・介護体制が

不十分、4位は専門職の力量不足、5位は医療、介護、予

防、生活支援の各々の相互理解の不足、6位は住民が自

助・互助の意識が低い、7位は訪問診療や在宅看取りを

行う医師の不足が挙げられました。調査結果は、調査以

前に予想していた結果と大きくは違いませんでしたが、

4位の専門職の力量不足という結果には、自分たちの知

識不足を顧みて身の引き締まる思いがしました。また、

優先順位は6位ですが、住民が自助・互助の意識が低い

という課題の対処について、すぐに住民の意識変革がで

きるかなど、課題解決の困難度が高いと議論されまし

た。フォーカス・グループインタビュー調査では、田川

地区の訪問看護ステーション職員を対象に、地域での医

療介護の連携についての現状や問題点などについて、1

時間半程度、2回のインタビューおよびディスカッショ

ンを行いました。（資料8）デルファイ法調査の結果を

確認するとともに、現場の体験や成功例や上手くいかな

かった例など、様々な専門的な議論が交わされましたが、

「大事なのは、やっぱり顔の見える連携だよね！」とい

う意識統一がなされたのがとても印象的でした。また、

参加したそれぞれの職能団体が、この2つの調査を通し

て、田川地区の医療・介護の専門職同志としての結びつ

きが強くなった気がします。

資料．4
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■田川市行政のアクション

　包括ケア部会では、デルファイ法調査、フォーカス・

グループインタビュー調査を行い、課題抽出し、優先順

位をつけていき、上位7項目に対して、田川市、田川保

健福祉事務所、それぞれの職能団体が対策検討を行いま

した。（公社）福岡県理学療法士会としては、全国レベル

の活動として（公社）日本理学療法士会と連携し、地域

包括ケア推進リーダー、介護予防推進リーダーの認定研

修などを行い、県レベルとして、地域ケア会議への助言

者の選出・派遣、介護予防事業についての協力などを行

いました。また、地域レベルでは、田川地区PTOTST連

絡協議会を設立しました。

　

■田川地区PTOTST連絡協議会設立の経緯

　国は今までの介護予防施策の問題点を「これまでの介

護予防の手法は、心身機能を改善することを目的とした

機能回復訓練に偏りがちであり、介護予防で得られた活

動的な状態をバランス良く維持するための活動や社会参

加を促す取組（多様な通いの場の創出など）が必ずしも

十分ではなかったという課題がある。」と示し、その方針

を「このような現状を踏まえると、これからの介護予防

は、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけ

ではなく、生活環境の調整や、地域の中に生きがい・役

割を持って生活できるような居場所と出番づくりなど、

高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めた、バ

ランスのとれたアプローチが重要である。」として、この

ような効果的なアプローチを実践するため、「地域におい

てリハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資

する取組を推進し、要介護状態になっても、生きがい・

役割を持って生活できる地域の実現を目指す。」としてい

ます。これが、新しい総合支援事業の概念です。

　田川市でも平成28年4月から新しい総合支援事業への

移行が始まります。その中の一般介護予防事業に地域リ

ハビリテーション活動支援事業ということが事業化され

ています。（資料9）介護予防の基本理念は、「高齢者が

要介護状態等となることの予防や要介護状態等の軽減・

悪化の防止を目的として行うものである。特に、生活機

能の低下した高齢者に対しては、リハビリテーションの

理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれ

の要素にバランスよく働きかけることが重要であり、単

に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能の改善

だけを目指すものではなく、日常生活の活動を高め、家

庭や社会への参加を促し、それによって一人一人の生き

がいや自己実現のための取組を支援して、生活の質の向

上を目指すものである。」とあります。このような介護予

防を展開していくために我々セラピストの専門性が期待

され、リハビリテーション活動支援事業の中で「地域に

おける介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪

問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通

いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進

する。」と明文化されているわけです。このような状況

の中、田川地区においても、当初より（公社）福岡県理

学療法士会としてPT単独では活動していたのですが、リ

ハビリテーション専門職への期待が高まり、行政からの

ニーズや働きかけもあり、PT、OT、STがリハビリテー

ション専門職として一体化して活動できる協議体とし

て、田川地区PTOTST連絡協議会を設立することとなり

ました。

■田川地区PTOTST連絡協議会の動き・実績

　協議会の活動としては、デルファイ法調査で出された

問題点の優先順位1位の地域の医療・介護情報の集約不

足、2位の多職種連携の不足、4位の専門職の力量不足、

5位の医療、介護、予防、生活支援の各々の相互理解の

不足の項目に対応していくと決めました。地域ケア会議

と介護予防における人材の確保と質の向上を目的に、

「①高齢化の現状と地域包括ケアシステムについて」

資料．8
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「②地域ケア会議とは」「③地域ケア会議のポイント～

因子分解～」「④地域ケア会議（模擬会議演習）」「⑤介

護予防～地域・行政との連携～」の内容で、各90分、全

5回の人材育成研修を行いました。（資料10）ケアマネ

ジャーや行政職などPTOTST以外の参加があり、座学や

ワークショップを通して、スキルアップと地域の人脈づ

くりができました。また、協議会の活動を周知するとと

もに、多職種との連携を深めるため、参加者をオープン

に募り、「地域づくりによる介護予防の展開～大東市に

おける住民の介護予防の取り組み」のテーマで、大東市

保健医療部地域保健課の逢坂伸子先生をお招きし、協議

会主催で第一回研修会を開催しました。（資料11）近隣

地区の包括支援センターや市町村からも参加があり140

名ほどの研修会になり、顔の見える連携のキッカケづく

りになったのではないかと思います。行政との連携とし

ては、田川医師会・県保健福祉事務所主催の田川地区多

職種連携連絡協議会に参加し、研修会での症例発表、田

川市主催の田川市在宅医療推進フォーラム、田川市多職

種連携研修会、県保健福祉事務所主催の田川地区小児在

宅医療推進協議会などに参加させていただきました。ま

た、商店街振興組合と連携し体力測定会を実施したり、

公民館の介護予防体操の指導にも協力しました。このよ

うな活動を通して、地域包括支援センターや保健福祉事

務所など行政機関にも一定の評価をいただいていると自

負しています。協議会や地域での活動のなかで、多職種

連携はおろかPTOTST同志の連携、急性期・回復期・在

宅の連携さえ満足にできていないことが改めて分かりま

した。これからの地域包括ケアシステムの中でリハビリ

テーション専門職の存在意義を示すためには、PTOTST

の継続的な顔の見える横の連携、急性期、回復期、生活

期の各病期で時間軸の中での縦の連携を密にしていかな

ければなりません。一言でいえば「一体感を作る」とい

うことです。そのためには、①情報の共有化　②目標を

もった研修会、勉強会の実施　③実績を作るための共同

作業を継続していくことだと感じています。例えば、地

域ケア会議に助言者として適切な助言ができるようにな

るための人材育成研修、退院後の介護サービスへの移行

をスムーズに行うための地域リハビリテーションマップ

作成作業などです。このサイクルを維持していかない

と、ただの研修会実施団体になってしまいます。そうな

らないためにも、今後の取り組みとしては、引き続き、

地域ケア会議への助言者参加・選出、自立支援型ケアプ

ラン研修講師派遣協力、新たな課題として、地域リハビ

リテーションマップの作成、介護予防体操の考案、新

しい総合支援事業への参画（資料12）、多職種共通評価

ツールの作成などに取り組んでいく予定です。

■今後の課題

　協議会の活動をはじめ、1年がたち、実績もあがり、

地域で周知もされたと思いますが、課題もあります。一

番大きな課題は、現時点で法人格を持たない任意団体で

あるため、事業委託ができないこと、そのため、長期的

に見ると経済的に協議会を維持することが困難になりま

す。今は会員有志の情熱により、手弁当で活動していま

すが、今後は法人化していかないと、スタッフが息切れ

し、自然消滅になりかねません。しかし、活動方針やコ

特集「地域包括ケアシステム～現地レポート～」
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ンプライアンスなどの問題から、法人化については、

（公社）日本理学療法士協会、（公社）福岡県理学療法士

会、また作業療法士協会、言語聴覚士協会ともコンセン

サスを取りながら進めていくべきだと思います。

■行政との連携（規範的統合とは）

　皆さんは、自分が住んでいる市町村の介護保険事業計

画や保健医療福祉計画を見たことがあるでしょうか。

市町村の医療介護事業はこの計画に沿って行われていま

す。いわば「おらが町の医療介護の設計図」です。まず

地域包括ケアシステムに関わる全ての事業所やスタッフ

が、市町村の方針を把握し、方向性や目標を共有しなけ

ればなりません。それが「規範的統合」という理念で、

行政と連携し、地域で活動するために最も大切なことで

す。（資料13）私たち医療専門職は自分たちの共通言語

で話の出来る連携（病院内や同職種内など）は比較的得

意です。しかし、自分たちのやっていることに理解を示

してくれないとそっぽを向き、無意識に心のシャッター

を閉じてしまいます。地域では、介護職はもちろん行政

職、区長、民生委員、地域住民と関わっていかなければ

なりません。みんなが私たちと同じ価値観を持っている

わけでもないし、私たちにとっては当然のことも、相手

にとっては全く知らないこともあるし、その逆も然りで

す。市町村の方針や目標を十分理解したうえで、その時

にみんなが理解できる言葉で共有意識を持つように働き

かけることが大切です。

■終わりに

　地域包括ケアシステム構築をはじめ、医療介護を取り

巻く状況は大きな転換期を迎えています。そして、先に

述べた地域リハビリテーション活動支援事業の概念にあ

るように、私たちリハビリテーション専門職には大きな

期待が寄せられています。しかし、逆に言えば、これか

ら数年間のリハビリテーション専門職が、地域において

実績を残せるか否かにより、私たちに対する評価がある

意味シビアにされることになります。大げさな言い方に

なるかもしれませんが、私たちリハビリテーション専門

職は今までにないパラダイムシフトとイノベーションが

必要です。自分がやりたいことではなく、相手が求めて

いることを提供すること、そして、私たちPTは単に「理

学療法」をするのではなく、多職種と協働して、「心身機

能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働

きかける「リハビリテーション」をしなければなりませ

ん。地域が求めているのは、理学療法士ではなく、リハ

ビリテーション理念を実践できるゼネラリストです。

資料．13
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特集「地域包括ケアシステム～現地レポート～」

■Ⅰ．はじめに

　日本は諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行

しており、65歳以上の人口は現在3,000万人を超え、

2042年にピークを迎えた後も75歳以上の人口の割合は

増加し続けることが予想されている。またこの状況の中

で、団塊の世代が75歳以上になる2025年以降は、国民

の医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれる

ことから、厚生労働省は、高齢者の尊厳の保持と自立生

活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域

で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる

ように、地域包括ケアシステムの構築を推進している。

　現在糸島市は、この地域包括ケアシステムの構築に向

けて「在宅医療・介護連携」「生活支援」「地域ケア会議」

「認知症支援」「介護予防」等の地域支援事業の充実・推

進を図るため、第6期介護保険事業計画に取り組んでい

る。今回、糸島市健康増進部介護・高齢者支援課高齢者

支援係長の小林智子氏にお会いし、糸島市の現状と課題

及び、地域包括ケアシステムへの取り組みと、我々理学

療法士への期待とその役割について伺う機会を得た。

　ここに小林係長が話された内容を要約し、糸島市の地

域包括ケアシステムの取り組みを報告させていただく。

■Ⅱ．糸島市の現状と課題

　現在の糸島市の人口は約10万人で、その中でも高齢者

人口は、後期高齢者（75歳以上）が約12,000人、前期

高齢者（65歳～74歳）は約15,000人である。団塊の世

代が、75歳に到達する2025年の後期高齢者数は17,000

人を超え、前期高齢者数は約14,000人と推移されてい

る。つまり後期高齢者の人口が、前期高齢者の人口を上

回ると推計されている。

　また、市の2025年の高齢化率の見込みは、2015年の

26％から33％になり、3人に1人は高齢者になると推計

し、支える世代が少なくなり、支えられる世代が多くな

る問題が起こると想定している。

　現在の年齢階級別介護認定率の状況は、65歳～69

歳の約8,000人の人口に対しての認定率は1.9％にとど

まっているが、75歳～79歳になると11％に上昇し、80

歳を超えると急増していることがわかる（図1）。このこ

とは、後期高齢者人口が増加すると、要介護認定者数が

急激に増加することを意味している。

　そのため、今の65歳から69歳の前期高齢者が10年

後、75歳～79歳の後期高齢者に到達した時に、認定率

が同じ11％だったとしても、実際の要介護認定者数は現

状よりも急増してしまうことになる。またその年齢階級

がその後80歳を超えた場合、認定率が急増する為、より

要介護認定者が増加することが見込まれる。

　今後それらを防ぐために、この年齢階級の介護予防の

強化を今からおこなっていく必要がある。

　それに加え要介護認定者の介護度は、特に軽度要介護

者（要介護1～要支援1、2）が、急増すると推計してい

る（図2）。このことから、軽度要介護者をできるだけ居

宅で自立した生活を送り続けられるように支援しておか

糸島市の地域包括ケアシステムの取り組み

医療法人恵真会　渡辺整形外科病院　リハビリテーション部

井手　満雄

図1．糸島市の年齢階級別認定率 図2．糸島市の要介護認定者数の推移
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なければ、種々の介護保険サービスが不足してしまう状

況になる。

　したがって、地域包括ケアシステムに向けての介護予

防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）の取り組

みの基本は、軽度要介護者対策であり、軽度要介護者の

重症化を予防していくことが重要と考えている。

　また市の平成27年度の介護保険給付費の予算は、70億

円となっている（平成21年度は52億円・平成24年度は60

億円の決算額）。これだけ給付費がかかっている状況で、

認定者数が急増してくると、財政的な負担も大きくなる。

　図3・4は、平成26年度に行った日常生活圏域ニーズ

調査（以下、ニーズ調査）の結果を分析したもので、市

が今回の総合事業へ移行する際、どのような事業が必要

なのかを検討した時に作成した資料である。これは、一

般高齢者、二次予防事業対象者（要介護・要支援状態に

はないが、そのおそれがある者）、要支援者、要介護者を

対象に、身体状況と生活機能にどのような低下が見られ

るか調査したものになる。

　身体状況（図3）に関して、運動機能の低下と転倒の

リスクがすでに二次予防事業対象者に存在し、要支援者

になる以前の段階で低下していることが分かる。

　ところが生活機能（図4）では、二次予防対象者には

日常生活動作（以下、ADL）の低下がほとんど見られな

い。実際、二次予防対象者の歩行や入浴等の動作はこの

段階では自立している状況だが、これが要支援者になる

と、歩行や入浴、階段等のADLが低下している状況であ

る。

　これらのことから、二次予防事業対象者の状況は、

ADLに支障なく生活しているものの、すでに運動機能が

低下し転倒リスクが高いことを示している。

　介護保険は、要支援者から種々の介護サービスを利用

できるが、それ以前の二次予防事業対象者の運動機能

はすでに低下しており、それが進行すると入浴や階段昇

降、歩行等の生活機能に支障をきたし、要支援者に移行

してしまうことになりかねない状況になっている。した

がって、二次予防事業対象者の介護予防をいかに強化し

ていくかも課題になってくる。

■Ⅲ．地域包括ケアシステムへの取り組みと理学療法士

の役割と期待

～介護予防・日常生活支援総合事業を中心に～

　現在、ニーズ調査の分析やこれまでのケアプランを分

析した結果から総合事業の新規事業として、要支援者の

重症化の予防と介護予防に関わるサービス事業を優先的

に考えて取り組んでいる。

　それは、要支援者と二次予防事業対象者に運動機能、

口腔機能の低下をきたしている高齢者が多かったため、

新たな総合事業のメニューの中に、理学療法士や歯科衛

生士を活用した事業を組み立てることである。

　今回、在宅医療・介護連携推進事業の一貫として、福

岡県理学療法士会（以下、福岡県士会）に糸島市及び

その周辺の理学療法士への在宅医療・介護連携コーディ

ネーターの育成研修会を委託したのも、これらの経緯か

らである。理学療法士が通所事業と訪問事業の双方に一

貫して集中的に関わることで、居宅や地域での生活環

境を踏まえた適切なアセスメントに基づくADL訓練や

IADL訓練を提供することにより「活動」を高め、自立支

援に繋げることができると期待している。

　そのため専門職によるサービス事業を、優先的に取り

組む事業に位置づけた。（図5）

　以下、今後理学療法士が関わる事業の内容を既観する。

１．通所型サービス

　平成28年度から市より委託し、糸島市内の医療機関で

事業を実施する。対象者は、65歳以上の要支援者及び事

図3．糸島市生活圏域ニーズ調査結果からの分析
事業対象者の身体状況 　　　　　　

図4．糸島市生活圏域ニーズ調査結果からの分析
事業対象者の生活機能    　　　　　  
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特集「地域包括ケアシステム～現地レポート～」

業対象者（糸島市独自のアセスメントシート等により要

介護者となるリスクが高いと判断された者）で、理学療

法士らリハビリテーション専門職（以下、リハ職）によ

る生活機能を改善するための運動器の機能向上等のプロ

グラムを実施する。利用期間は、短期集中予防サービス

事業の観点から最長6ヶ月間となる。

２．訪問型サービス

　平成28年度から、福岡県士会と委託調整をおこなって

いるのが、訪問型事業「チャレンジ訪問」である。これ

は、地域ケア会議で①家屋改修、代替案の提案②生活行

為の実施状況の評価③活動目標の提案④自宅でのセルフ

ケアの実施方法の指導等の問題提起があった時に、実際

に理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士等の専門職チー

ムによる訪問指導を行う事業である。期間は最長6ヶ月

間で、その結果を評価し、他のサービス事業へ移行する

ことにしている。

　これらの理学療法士らリハ職がおこなう「短期集中支

援」を受けた要支援者と事業対象者は、自立に向けての

「移行支援」として、新規の「生きがいデイ教室事業」

「シルバー生活援助事業」等で自立に向けた支援をお

こなっていく。そして最終的に、一般介護予防事業と住

民主体の事業として、住み慣れた地域に高齢者が集う

「場」をつくり、事業をおこなう。

　このように、「短期集中支援」「移行支援」「自立へ」の

三段構えで総合事業を組み立てている。

３．地域ケア会議への参画

　これら「短期集中支援」等のプランニングは、地域包

括支援センターがおこなっていくので、そこで開催され

る地域ケア会議に、理学療法士にも参画してもらい関係

性を作っていくことが必要だと思われる。市には5箇所

の地域包括支援センターがあり、それぞれの地域包括支

援センターで毎週地域ケア会議を開催している。そう

いった現状を踏まえると、それぞれ5箇所の地域包括支

援センターに担当理学療法士を置き、地域包括支援セン

ターの職員と関係性を密にして、連携が取れるような関

係性を構築したいと考えている。

　また、介護関係に所属しているケアマネージャーは、

これまで医療職である理学療法士と関係性が希薄である

ことが多く、理学療法士が地域ケア会議に参画すること

で、現在の介護サービス中心のマネジメントから、より

医療や予防の視点が入った自立支援に向けたマネジメン

トができるのではないかと考えている。

　これらのことから、地域ケア会議と、通所事業、訪問

事業が、一体的にできるような体制作りをおこないたい

と考えている。

■Ⅳ．終わりに

　以上が小林係長からお伺いした内容である。行政の理

学療法士に対する期待は大きく、その期待に応えるため

にも、地域包括ケアシステムにおける理学療法士の役割

を理解しておかなければならない。それはリハ専門職と

しての専門性を活かし、高齢者の生活全般に目を向けた

介護予防を実践し自立支援に貢献することであり、また

地域ケア会議においては、医療や予防の視点から自立支

援に向けた助言をおこない、地域包括支援センターの機

能強化に貢献する事である。そしてこれらの役割は、介

護認定率の低下と給付費の上昇率の抑制にも反映するた

め、その責任は大きい。

　今後、各地域包括支援センターでおこなわれている地

域ケア会議の見学も予定されており、糸島市内および

周辺の理学療法士の組織化と派遣体制の構築や、人材育

成、他職種との連携にも迅速に対応しなければならな

い。

■文献

１）厚生労働省

 「介護・高齢者福祉／地域包括ケアシステム」

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-

houkatsu/

２）健康増進部　介護・高齢者支援課：糸島市介護・日

常生活支援総合事業．介護予防ケアマネジメント資

料．2016.1

３）健康増進部　介護・高齢者支援課：糸島市介護・日

常生活支援総合事業（通所型サービスCについて）．

医師会説明会資料．2016.2

図5．対象者のニーズ及び専門職関与の必要性
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表彰演題

■はじめに

　従来から、繰り返しのストレスを受けるオーバーヘッ

ドスポーツ選手や骨折等の外傷後においては、上腕骨

後捻角（以下：後捻角）の異常を示す症例が報告されて

いる1-6）。後捻角の測定方法は、X-ray（以下：X線）・ 

Computed Tomography（以下：CT）7-12）のような人

体に侵襲を伴う検査や、侵襲を伴わない超音波診断装置

（以下：超音波）を使用したものが報告されており概ね

良好な結果を示している13-16）。

　超音波を使用した測定は、理学療法士も測定可能であ

るがコスト面や利便性からも理学療法の中で広く普及し

ているとは言えない。理学療法の臨床場面を想定したも

のとしては、背臥位で肩関節外転90°肢位で大小結節を

触診し後捻角を測定した報告もあるが、信頼性が低いと

報告されている14）。

　本研究の目的は、過去に理学療法で使用可能と考えら

れた肩関節90°外転肢位での触診を用いた後捻角測定を

改変し、肩関節外転0°肢位での触診を用いた後捻角測定

に改変することで、有用かつ信頼性の高い後捻角の測定

方法になるかを、測定信頼性と妥当性の観点から検討す

ることである。

■対象と方法

Ⅰ．説明と同意

　被験者には、ヘルシンキ宣言に基づいた説明を行い同

意が得られた。また、本研究に対し済生会八幡総合病院

倫理委員会の承認を得られた。

Ⅱ．対象

　被験者の基準は、過去に肩関節に外傷歴を有さず

測定時に肩関節痛がない成人男女とし、8名15肩を対

象に行った。測定時のデータは、男性5名9肩・女性3

名6肩、平均年齢は28.2±4.6歳、平均身長166.2±

触診を用いた上腕骨後捻角測定の信頼性について

1）恩賜財団　社会福祉法人　済生会八幡総合病院　リハビリテーション技術科
2）久留米大学大学院　医学研究科　リハビリテーションバイオメカニクス学専攻

3）恩賜財団　社会福祉法人　済生会済生会八幡総合病院　整形外科
4）久留米大学医療センター　整形外科

5）しらにた整形外科クリニック　リハビリテーション科

河上淳一1）2）、松浦恒明3）、後藤昌史4）、藤戸郁久1）、松永紗帆1）、進訓央3）、森口晃一1）、

日野敏明1）、中西純菜5）、田中　彩1）

Reliability of humeral retroversion measured by palpation

■要　　　旨　本研究は、触診を用いた上腕骨後捻角測定が有用かつ信頼性の高い測定方法であるかを、測定信頼

性と超音波を用いた上腕骨後捻角測定との比較から妥当性を検討したので報告する。対象は健常成

人8名15肩とした。触診を用いた上腕骨後捻角測定は、大小結節を触診にて確認し、前腕と床と

の垂直線のなす角を測定し上腕骨後捻角とした。また、超音波を用いた上腕骨後捻角測定に関して

は、超音波にて大小結節を確認し、前腕と床との垂直線のなす角を測定し上腕骨後捻角とした。結

果としては、触診を用いた上腕骨後捻角測定の検者内信頼性は、ICC（1,1）＝0.89であった、検者

間信頼性についてはICC（2,1）＝0.70であり高い一致性を示した。触診を用いた上腕骨後捻角測定

と超音波を用いた上腕骨後捻角測定の相関係数はr＝0.72（p<0.05）だった。以上のことから、触

診を用いた上腕骨後捻角測定が有用であることが示唆された。

■キーワード　上腕骨後捻角・超音波・触診
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9.1cm、平均体重は59.0±10.3kg、平均BMI21.1±

1.7kg/m2であった。

　除外基準は、肩関節の外傷歴や肩関節に疼痛を認める

ことに加え、大小結節の不整があることとした。対象

とした男性1名の利き手に、ランドマークとした小結節

の最大凸部の位置が超音波でも同定困難と判断したため

に、この1肩を除外した。

　触診の検者は、肩関節疾患症例を年間50名以上担当す

る理学療法士3名とし、理学療法士歴の平均は8.3±2.5

年（理学療法士経験年数6年・8年・11年）であった。

超音波の検者は、理学療法士1名（理学療法士経験年数8

年、超音波経験年数3年）とした。

Ⅲ．測定方法

　本研究での触診を用いた後捻角測定は、Whiteleyら

が報告した触診を用いた後捻角測定の肩関節肢位を肩関

節90°から肩関節0°に改変して使用した14）。Whiteleyら

は、Itoらが行った超音波を使用した後捻角測定を触診に

応用し報告している14,16）。ItoらやWhiteleyらの測定方法

は、被験者を肩関節外転90°の背臥位とし、結節間溝の

位置を決定し、その際の尺骨と床との垂線のなす角を求

めることで後捻角を測定している16）。本研究では、先行

研究を参考に背臥位・肩関節外転0°肢位で測定したこと

が主な改変点である。

１．触診を用いた後捻角測定

　触診を用いた後捻角測定は、被験者に対し検者と計測

援助者A・Bの計3名で測定を行った（図1）。測定プロト

コルは3段階で行った。

　第1段階として、被験者の開始肢位は仰臥位で上腕の

図1．測定開始肢位と後捻角測定方法

図2．触診と超音波を用いた測定と結節間溝の状態（右図は文献14を改変）
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超音波を用いた後捻角測定の比較には、Spearmanの

順位相関係数を用いた。統計解析にはIBM® SPSS® 

Statistics 22.0（IBM, Armonk, NY, USA）を使用し

た。有意水準は全て5%未満とした。

■結果　

　触診を用いた後捻角測定の検者内信頼性は、ICC

（1,1）＝0.89（95％信頼区間；0.76－0.95）であり、

触診を用いた後捻角測定の検者間信頼性はICC（2,1)＝

0.70（95％信頼区間；0.64－0.90）であった（表1）。

触診を用いた後捻角測定と超音波を用いた後捻角測定の

Spearmanの順位相関係数は、r＝0.72（p＜0.05）で

あった（図3）。

■考察　

　過去の肩関節外転90°で測定した触診を用いた後捻角

測定の方法では、測定信頼性が低かったと報告されてい

る14）。本研究では、肩関節外転90°から肩関節外転0°に

改変し実施した。その結果、肩関節外転0°での触診を用

いた後捻角測定は、信頼性のおける再現性で後捻角測定

（ICC（1,1）＝0.89　ICC（2,1）＝0.70）ができ、一定

の妥当性（Spearmanの順位相関係数r＝0.72）が確認

された。

　上腕骨内外側上顆と上腕骨頭から算出される後捻角測

定の信頼性に関しては、X線やCTで信頼性が高いことが

報告されている7-12）。本研究で用いた前腕と大小結節か

ら算出される後捻角測定に関しては、人工関節設置等で

重要なランドマークとして利用されており、CTにおい

下にタオルをしいた状態で肩関節屈曲0°・肩関節外転

0°・肘関節屈曲90°・肩関節最大内旋位とし、検者に被

験者の前腕が見えないようにブラインドを設置した（図

2）。検者は、測定開始前に片手で烏口突起と大小結節を

確認した。計測援助者Aは、被験者の肘と手部を把持さ

せた。計測援助者Bは、被験者の頭上で肩関節に水平か

つ画面中央に肩関節がくるよう設置したデジタルビデオ

カメラの前で準備した。

　第2段階としては、計測援助者Aは肩関節外転0°と屈曲

0°を維持したまま肩関節を他動的に内外旋させた。検者

は、大小結節の凸が平行と感じた位置で他動回旋を止め

るよう計測援助者Aに口頭指示を行う。計測援助者Bは、

検者が回旋を止めさせた位置でデジタルビデオカメラを

撮影した。第3段階として、撮影された写真をビデオ画

像解析ソフトImage Jに取り込み、前腕中央部と床に対

する垂線のなす角度をもとめ触診を用いた後捻角とした

（図1）17）。

２．超音波を用いた後捻角測定　

　超音波を用いた後捻角測定プロトコルは、基本的に触

診を用いた後捻角測定と同様にて行ったが、触診では

なく超音波を用いて大小結節の位置を確認する点のみ

が相違点である（図2）。尚、超音波は超音波診断装置

M-Turbo™（SonoSite, Inc.）を使用した。

３．測定信頼性

　検者内信頼性は、1名の検者が15肩に対し連続して3

回測定を行った。検者間信頼性は、3名の検者が15肩に

対し1回の測定を行った。なお、被験者に対する検者の

測定順はランダム化し、他の検者の測定場面を見せない

ように配慮した。

４．測定妥当性

　触診を用いた後捻角測定の妥当性を検討するために、

超音波を用いた後捻角測定と比較を行った。触診を用い

後捻角測定は、1名の検者が3回測定した結果の平均値を

使用した。超音波を用いた後捻角測定には、1名の検者

が1回測定を行った。

５．統計的解析

　検者内信頼性はIntraclass Correlation Coefficient  

（以下：ICC）（1,1)を用いた。検者間信頼性はICC

（2,1）を用いた。さらに触診を用いた後捻角測定と

表1．触診を用いた後捻角測定のICCおよび95％信頼区間

図3．触診と超音波を用いた後捻角測定の関係

               検者内信頼性 ICC(1,1)      検者間信頼性 ICC(2,1) 

触診を用いた後捻角測定  0.89（95％信頼区間；0.76—0.95） 0.70（95％信頼区間；0.64—0.90）

表彰演題
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ての上腕骨内外側上顆と上腕骨頭から算出される後捻

角測定と比較しても信頼性が高いことが報告されてい

る18, 19）。さらに臨床での使用目的で簡便化された方法と

して、前腕と大小結節から算出される後捻角測定が超音

波でも実施されるようになり、検者間信頼性が高いこと

が証明されている16, 18, 19）。理学療法中に後捻角が測定

可能な方法としては、触診を用いた後捻角測定が考案さ

れICC（2.1）＝0.51と信頼性の低さが報告された14）。先

行研究では触診を用いた後捻角測定の際に、投球障害と

関与しやすい肩関節外転90°での測定を行っている14）。

この肩関節外転90°の肢位は下方の軟部組織が緊張する

肢位であり、下方軟部組織が付着する大小結節の触診を

困難にすると考えられる20, 21）。また外傷後の外科的治療

後の症例を考慮すれば外転90°は困難な肢位と考えられ

る22）。そこで本研究では肩関節外転0°肢位で測定を行う

ことで、大小結節に付着する軟部組織が緊張しないよう

に配慮し、疼痛が強い状態でも測定可能な肢位を目指し

た。その結果、過去のWhiteleyらのICC（2,1）＝0.51に

比べICC（2,1）＝0.70の成績向上を認めた14）。また、触

診を用いた後捻角測定と超音波を用いた後捻角測定の関

係を検討した結果から妥当性を検討し中等度の相関を得

た。本研究より、過去の報告よりも触診を用いた後捻角

測定の信頼性向上と、その妥当性が示された。

　肩関節は肩甲上腕関節のみならず肩甲胸郭関節や他関

節からも構成される為に、小さな後捻角の増減だけで問

題を起こす症例は少ないかもしれない。しかし、投球障

害や外傷後におこる明らかな後捻角の増減は、障害に繋

がると考えられる1-6）。それらをスクリーニングすること

が可能となれば、理学療法のアプローチ面において有益

な情報となりえると考えている。

　本測定をより簡便に理学療法場面で応用することを考

えると、測定方法の面でデジタルビデオカメラ撮影デー

タから解析を行ったことが臨床に直結するとは言い難

い。この点に関しては、Whiteleyらの報告のように水準

計を用いた検討が簡便かもしれない14）。

　本研究の課題としては、健常成人を対象としているた

めに高齢者で変形を有する症例に適応が出来るか不明で

あることや、対象のBMIが標準であるためにBMIが高く

脂肪層が多い症例や筋のボリュームが大きい症例に対し

て同様に触診が出来るか不明である。そのため今後の研

究としては、症例の年齢層を高くした際のデータ等を蓄

積し有用性を検証したい。また、検者の経験年数や同一

検者であっても練習を行う事での学習効果等も検討出来

ればと考えている。

■結語

　本研究では触診を用いた後捻角測定の信頼性に関し

て、検者内・検者間の信頼性を測定することで評価の有

用性を検討した。また、触診を用いた後捻角測定と超音

波を用いた後捻角測定の検討を行うことで妥当性を検討

した。この結果、理学療法中に後捻角測定が可能となる

ことが示唆された。
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■はじめに

　現在、介護予防施策において、要介護状態になること

やその悪化を防ぐ目的で地域支援事業（介護予防・日

常生活支援総合事業）や予防給付が実施されている。ま

た介護・転倒予防プログラムを実施するうえで、転倒予

測のアセスメントや介入効果の指標として身体機能に

関する各種テストが一般に用いられている。転倒予測

に関する先行研究では、転倒群と非転倒群の群間比較

において、開眼片足立ち保持時間（以下、片足立ち）、

Functional reach test（以下、FRT）、Time and up 

go（以下、TUG）などバランステストの数値に差を認め

なかったとするもの1-3)、音叉を用いた振動覚が有用であ

るとするもの4）、片足立ち能力を高めるためには足把持

力が重要であるとしてバランス機能との関連を指摘する

もの5）、また片足立ち30秒保持群と不可能群で明らかに

身体機能に差を認めたとしてcut off値を再考するもの6）な

ど、様々な報告がなされている。筆者らの調査7）におい

ても、バランステスト（片足立ち及びFRT）の結果は、

自立（非該当）群と要支援群、あるいは独歩群と歩行補

助具使用群といった身体機能の差が予測された群間で差

が認められた。しかし非転倒群・転倒群間で差は認めら

れず、またcut off値と転倒歴の有無についても関連が認

められなかった。これらのことから、転倒予測には各種

テストで示される身体機能のほか、行動や環境など様々

な要因が関与する可能性があり、当該テストのみでは十

分な転倒予測が可能となるものではないと考えた。しか

し当該テストは、高齢者の身体機能の一端を反映してお

り、対象者自らが身体機能の低下を認識すること、プロ

グラムの効果を実感することについて、有用な指標であ

ることが再認識できた。

　一方、転倒は加齢に伴い身体機能が低下しているにも

関わらず、正しく認識できないことで生じる可能性があ

転倒セルフ・エフィカシーと身体機能の関係

1）専門学校　柳川リハビリテーション学院　理学療法学科
2）原鶴温泉病院　理学療法科

3）佐賀大学大学院　医学系研究科

本多　裕一1）、政時　大吉2) 、吉塚　久記1)3)

The Relationship between Falling Self-Efficacy and Physical Function
－A Study of Participants in a Program for Prevention of Dependence on Long Term Care 

Insurance－

─要支援高齢者に対する調査─

■要　　　旨　〔目的〕要支援者の身体活動に対する見込み感と身体機能、また両者の乖離と転倒実態が関連する

か、明らかにすること。〔対象〕A病院デイケア利用中の歩行自立者21名を対象とした。〔方法〕身

体活動に対する見込み感の尺度としてFalling Self-Efficacy（FSE）を、身体機能の尺度として5ｍ

歩行、TUG、片足立ち、FRT、筋力値を用いた。全体のFSEと各テストの相関、1年以内の転倒・非

転倒群間のFSE、屋内・屋外歩行群間のFSE、各群のFSEと各テストの相関について検討した。〔結

果〕全体のFSEと各テストに相関はなかった。非転倒群のFSEが高い傾向がみられたが有意差はな

かった。屋外自立群のFSEが高い傾向がみられたが有意差はなかった。各群のFSEと各テスト間に

相関はなかった。〔考察〕要支援者の身体活動に対する見込み感と身体機能及び両者の乖離と転倒実

態は必ずしも関連しなかった。FSEがデュアル・タスクから構成されることから、単一動作のテス

ト法とは相関しなかったと考えた。

■キーワード　転倒、セルフ・エフィカシー、身体機能

調査・研究
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る8）と指摘されており、高齢者の転倒予測にとって新た

な指標の導入とその一般化の必要性が示唆されるものと

考えた。しかしこの点について明らかにした報告はまだ

少ない。また各機関で日常的に測定されているデータに

よって、当該地域や機関における高齢者の身体機能や転

倒の傾向を把握することも転倒予測に寄与するものと考

えた。

　本研究では、高齢者の持つ身体機能と自己認識即ち

「身体活動に対する見込み感」が関連するか、またそれ

らの乖離、即ち「できるつもりであるが、身体機能が追

い付かない」という状況が実際の転倒実態と関連する

か、明らかにすることを目的に調査を行った。

■対象

　A病院通所リハビリテーションの利用者のうち、認知

面に明らかな問題が認められず、屋内もしくは屋外で歩

行自立レベルとされている21名（要支援1：14名、要支

援2：7名、男性12名、女性9名、平均年齢78.9±10.8

歳、平均BMI22.2±3.1）のデータを使用した。　

　各機関で日常的に測定されているデータによって、当

該地域や機関における高齢者の身体機能や転倒の傾向を

把握することも目的の一つとしたため、同機関に同時期

に在籍した利用者を対象とし、歩行補助具使用の有無や

疾患による選別は行わなかった。内訳は、独歩者2名、

歩行補助具使用者19名、脳血管疾患10名、運動器疾患9

名、その他の内科系疾患2名であった。

■方法

　本調査は全てヘルシンキ宣言の精神に則って行った。

使用したデータは、同施設において定期的に測定されて

いるものであり、その使用について、調査の趣旨及び個

人情報保護について説明し、同施設の許可及び対象者の

同意を得て使用した。

　身体活動に対する見込み感を測る尺度として、竹中

ら9）が作成した転倒セルフ・エフィカシー尺度（Falling 

Self-Efficacy：FSE）を用いた。セルフ・エフィカシー

（Self-Efficacy：SE）とは、Bundura10）が提唱した理

論で、自分がある状況下で適切な行動を成功裡に遂行で

きるとする予測及び確信とされる。FSEは、この理論を

基に作成されており、「転倒しないで、日常生活に伴う身

体活動をどのくらい行えるかという見込み感」であり、

FSEが高いほど身体活動を行う割合が増加するとされ、

10m歩行（ストライド長、ストライド時間）や障害物の

またぎ動作（接近・通過・回復の歩幅、通過速度）9）や

Berg Balance Scale11）との関連も報告されている。質

問項目は、「1．自分の背より少し高い棚やタンスに手を

伸ばす」「3．雨降りや雪が降っているような滑りやすい

時に外出する」「5．何かを取るためにしゃがむ」「7．い

つもと違って歩きにくい履き物をはいて歩く」など15

の質問項目で構成され、全く自信がない（1点）からき

わめて自信がある（10点）の10段階で回答を求めるも

のである。この10段階の尺度について、高齢者がこれ

らに反応するのは困難である11）との指摘があることか

ら、本調査では、まったく自信がない（1点）からとて

も自信がある（5点）の5段階（範囲：15－75点）に改

編して使用した。身体機能に関わる指標として、5m通

常歩行時間（秒）、TUG（秒）、片足立ち（秒）、膝伸展

筋力（kgf）、握力（kgh）、FRT（cm）の測定データを

用いた。これらのテスト（FRTを除く）は、厚生労働省

介護予防マニュアル（平成24年3月改訂）12）に倣って実

施された。片足立ちは、左右2回ずつ測定し、最大値を

用いた。最大60秒までとし、一瞬でも可能な場合1秒と

した。TUGは2回測定し、最小値を用いた。膝伸展筋力

は徒手筋力計（μTas F-100 アニマ社）を用いて測定し

た。左右2回ずつ測定し、最大値を用い、体重で除し、

対体重膝伸展筋力値（kgf/kg：以下、膝伸展筋力値）を

求めて正規化した。握力はデジタル握力計（グリップ

-D 竹井機器）を用いて測定した。左右2回ずつ測定し、

最大値を用い、体重で除し、対体重握力値（kgf/kg：以

下、握力値）を求めて正規化した。FRTはDuncanら13）

の方法を元にし、転倒リスク回避のため、踵を浮かせな

い方法で2回測定し、最大値を用いた1年以内の転倒歴は

口頭で聴き取りを行った。以上の項目に対して、平成27

年6月から7月に測定されたデータを使用した。

■仮説

　FSEと身体機能、FSEと転倒の有無、FSEと歩行レベ

ルの各関連について、以下の仮説を立てた。

　①FSEが高い人ほど身体機能も高い（両者の相関）、

②転倒群の方がFSEは低い。即ち転倒を経験したことで

FSEは低くなる。③屋外歩行自立群の方が、FSEが高

い。即ち屋外を一人で行動できる人は、身体活動の見込

み感も高い。④非転倒群の方が、FSEと身体機能の相関

が高い（身体機能を認識している）。逆に転倒群の方が相

関が高い（身体機能を認識している）。即ち転倒しない人

は、FSEと身体機能に乖離が生じておらず、転倒する人

は乖離が生じている。もしくは転倒を経験したことで乖

離が生じなくなる。また屋外歩行自立群の方が、FSEと

身体機能の相関が高い。即ち屋外を一人で行動できる人

は、乖離を生じておらず、安全に歩行している。⑤FSE
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の質問項目は、各テスト結果の予測因子として有効であ

る。即ちFSEの各質問項目が求める動作は各テスト法の

動作を含むため、予測因子としてはたらく項目が抽出で

きる。

■分析

　上記の仮説に対し、以下の検討（仮説の番号に対応）

を行った。

　①対象者全体（n=21）のFSEと各テスト結果の関係

を、Spearmanの順位相関係数（小標本）を用いて検討

した。②対象者を1年以内における転倒群と非転倒群に

分け、FSEについて群間で差が認められるか、Mann-

Whitney検定（小標本）を用いて検討した。③屋内歩行

自立群と屋外歩行自立群に分け、FSEについて群間で差

が認められるか、Mann-Whitney検定（小標本）を用

いて検討した。④各群におけるFSEと各テストの関連

を、Spearmanの順位相関係数（小標本）を用いて検討

した。⑤各テストを目的変数、FSEの各項目を説明変数

とする重回帰分析を行った。統計学的有意水準はすべて

5％とした。

■結果

　①対象者全体（n=21）のFSEと各テスト結果（5m通

常歩行時間、TUG、片足立ち、FRT、膝伸展筋力値、握

力値）の関係で、いずれにも有意な相関はみられなかっ

た（表1）。②転倒群と非転倒群の比較で、非転倒群の

FSE及び全てのテスト結果が相対的に高い傾向がみられ

たが、有意差はみられなかった（表2・3）。③屋内歩行

自立群と屋外歩行自立群で、屋外歩行自立群のFSE及び

全てのテスト結果が相対的に高い傾向がみられたが、有

意差はみられなかった（表4・5）。④各群におけるFSE

と各テスト結果の関係で、いずれにも有意な相関はみ

られなかった（表2－5）。⑤各テスト結果を目的変数、

FSEにおける各質問項目を説明変数とする重回帰分析の

結果、5m通常歩行時間のみ回帰関数として有意（F値

6.20＞境界値4.62、P=0.027）であり、FSEにおける

質問項目4（人混みや交通量の多いところを歩く）、質問

項目10（少し重い荷物を持って移動する）、質問項目12

（椅子に腰かけないで立ったまま、靴を脱いだり、服の

着替えをする）、質問項目13（手で支えないで急いで椅

子から立つ）、項目15（片足けんけんで進む）が回帰係

数として有意であった（表6）。

表1．全体（n=21）の結果とFSEの相関関係

表2．転倒群（n=6）の結果とFSEの相関関係

表3．非転倒群（n=15）の結果とFSEの相関関係

 各テスト結果 相関係数 

FSE  33.67±11.34   ― 

5ｍ通常歩行    8.00± 1.84 0.28 

TUG  16.24± 5.27 0.21 

片足立ち  11.53±14.94 0.18 

FRT 19.34± 4.63 0.35 

膝伸展筋力値   0.37± 0.12 0.11 

握力値   0.42± 0.09 0.05 

平均±標準偏差で表示。相関係数は有意点0.44以上で有意。

 各テスト結果 相関係数 

FSE 32.67±7.76    ― 

5ｍ通常歩行  8.42±1.56 -0.09 

TUG 19.98±5.32 -0.61 

片足立ち  2.55±0.90 0.60 

FRT 17.42±3.72 -0.20 

膝伸展筋力値  0.35±0.08 -0.03 

握力値  0.40±0.05 -0.09 

平均±標準偏差で表示。相関係数は有意点0.89以上で有意。  

 各テスト結果 相関係数 

FSE  34.07±12.71    ― 

5ｍ通常歩行 7.83± 1.97 -0.29 

TUG  14.75± 4.60 -0.13 

片足立ち  15.12±16.44 0.07 

FRT  20.23± 4.83 -0.39 

膝伸展筋力値   0.37± 0.14 0.20 

握力値   0.43± 0.11 0.11 

平均±標準偏差で表示。相関係数は有意点0.52以上で有意。  
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■考察

　FSEの高い場合は、それに応じた高い身体機能を持

ち、それを認識していること、またFSEの低い場合は、

それに応じて身体機能も低いが、それを正しく認識して

いることが転倒予防にとって望ましい組合せであると考

えた。一方、FSEは高いが、身体機能が低く、それを認

識していないことが転倒リスクに結びつき、逆に身体機

能が高くても、先行因子としてのFSEが低いことで、活

動範囲の狭小化につながり、身体機能の低下に至る可能

性もあると考えた。

　今回、調査した要支援高齢者の身体活動の見込み感と

身体機能、そして両者の乖離と転倒実態について、仮説

に挙げた関連は認められなかった。このことから、FSE

は必ずしも身体機能に反映するとは言えないことが示唆

された。また転倒歴のない人はFSEに応じた身体機能を

持ち、かつそれを認識しているとは言えず、転倒歴のあ

る人と必ずしも差はみられないこと、また歩行レベルが

高い人ほどFSEも身体機能も高く、かつそれを認識して

いるとは言えず、歩行レベルの相対的に低い人と必ずし

も差はみられないことが示唆された。

　先行研究では、Berg Balance Scale9）や10m歩行およ

びまたぎ越し動作11）との関連が示されているが、FSEが

日常的な場面を想定したデュアル・タスクで構成される

ことから、必ずしも単一動作について測定するテスト法

とは相関しなかったと考えた。

　一方、5m通常歩行時間のみが回帰関数として有意であ

り、歩行に関わる質問項目が予測因子として抽出された

ことから、FSEが歩行の要素に寄与する可能性が考えら

れた。

　今後は、従来の単一動作のテスト法をデュアル・タス

クに改編するなど、身体機能についての新たな指標を考

案し、FSEとの関連や乖離を検証すること、また転倒の

有無に加え、転倒の頻度や転倒時の状況、転倒から現在

までの期間を加味すること、更に転倒予防プログラムの

介入前後のFSEと各テストの関連について調査すること

によって、転倒予測に寄与するテストバッテリーを考案

していきたいと考える。

　最後に、データ使用を許可していただいたA病院通所

リハビリテーションの利用者様ならびにA病院に深く感

謝申し上げます。
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■目的

　理学療法臨床実習（以下、実習）は、具体的な環境と

対象にあたりながら、学内で習得した知識や技術、医療

専門職としての態度を含む総合的な実践力を養う場であ

る。その意義は、臨床体験を通じて医療専門職として患

者を理解し、必要な資質や技能を培うことにある1）。ま

た受動的から能動的学習態度への転換を図るためにもっ

とも集中的な経験を行う場である。この学習態度の転換

は、臨床の場に出てからも継続的に行わなければならな

い2）とされており、実習には強い動機づけをもって臨む

ことが望まれる。

　Bandura3，4）は、将来の行動変容に先行する要因とし

て「予期機能」を挙げ、ある行動がどのような結果を生

み出すかという「結果予期」、またある結果を生み出す

ために必要な行動をどの程度うまく行うことができるか

という個人の確信を「効力予期」とした。後者を自己効

力感（Self-Efficacy、SE）と呼び、実際に成功できると

いう予想により、場面に対処しようとする努力に影響す

る。また反応が効果的に始発されるためには、十分に高

められた結果予期に加え、SEが高められなければならな

いとしている。また結果予期が十分でもSEが不足するこ

とで失望、落胆、自己卑下などの行動や気分、情緒的な

状態につながる5）としている。　

　よって学生のSEは実習の動機付けに影響することが予

測され、実習の経験値が更にSEを向上させ、卒業後の臨

床活動に対する動機付けにも関わることが考えられた。

理学療法学生の自己効力感について

専門学校　柳川リハビリテーション学院　理学療法学科

本多　裕一、永尾　泰司、横尾　正博

A Study of Self-efficacy of Physical therapy Students
－Comparison of Before and After Clinical Ttraining－

─臨床実習前後の比較─

■要　　　旨　Banduraは、ある結果を生み出すために必要な行動をどの程度うまく行うことができるかという個

人の確信を自己効力感（Self-Efficacy、SE）と呼び、実際に成功できるという予想は、場面に対処

しようとする努力に影響するとした。このことから学生の持つSEは、実習遂行の動機付けに影響

し、実習の経験値が更にSEを向上させる関係にあることが考えられた。そこで実習の経験値がSEを

変化させるか明らかにすることを本研究の目的とした。ヘルシンキ宣言に則り、調査の趣旨、個人

情報保護について説明し、同意を得たA校理学療法学科2015年度最終学年41名に対し、評価実習

の前と臨床実習Ⅱ期の後に質問紙調査を行った。SEの指標として、坂野らが作成した一般性自己効

力感尺度（Generalized Self-Efficacy Scale、GSES）及びその下位尺度である「行動の積極性」、

「失敗に対する不安」、「能力の社会的位置付け」の3因子を用いた。また学生の標準データを基準

に、SEの低い群、普通の群、高い群の3群に分け、全体及び3群において、実習前後のGSESスコア

及び3因子に差がみられるか検討した。実習前後のSEの変化について、学生全体（n=41）では、実

習後のGSES総スコア及び3因子に有意差は認められなかった。SEが低い群（n=7）では、実習後に

「行動の積極性」が有意に向上した。普通の群（n=15）では、「行動の積極性」が有意に低下し、

「能力の社会的位置付け」が有意に向上した。高い群（n=19）では、総スコアが有意に低下した。

これらのことから各学生の実習前のSEの程度によって実習の経験値が与える影響に差異のあったこ

とが考えられた。

■キーワード　臨床実習、理学療法学生、自己効力感
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また実習開始前にSEが高いこと、そして実習を経験する

ことで更にSEが向上すること、更に卒業後、高いSEを

持って臨床活動が開始されることが望ましいと考えた。

　本研究は、実習の経験値がSEを変化させるか、また実

習前のSEのレベルが実習後のSEにどのように影響する

か、その一端を明らかにすることを目的とした。

■対象

　ヘルシンキ宣言に則り、口頭及び文面にて調査の趣

旨、個人情報保護について説明し、同意を得たA校理学

療法学科2015年度最終学年41名（男子32名、女子9

名、調査開始時の平均年齢±標準偏差：24.1±6.0歳）

に対し、A校における最初の実習にあたる評価実習の前

と最終の臨床実習Ⅱ期の後に質問紙調査を行った。なお

留年や休学で調査開始前に実習経験を持つ者は対象から

除外した。

■方法

　SEの指標として坂野ら6）が作成した一般性自己効力感

尺度（Generalized Self-Efficacy Scale、GSES）を用

いた。GSESの高さとは、個人がさまざまな場面におい

て、自己の行動の遂行可能性についてどのような見通し

をもって行動を生起させているかの目安となる変数であ

り、ある特定の場面における行動遂行に影響を及ぼすと

同時に、個人の行動に対しても長期的に影響を及ぼすと

されていることから、実習前後の学生のSEを測定する指

標として適したものと考えた。

　GSESは、「何か仕事をするときは自信を持ってやるほ

うである（質問1）。」、「友人より優れた能力がある（質

問3）。」、「人と比べて心配性なほうである（質問5）。」等

の16項目に対して、「はい・いいえ」の2件法（0-1点）

で回答し（範囲：0-16点）、スコアが高いほど、一般性

SEが高いことを示す。また「行動の積極性（7項目）」、

「失敗に対する不安（5項目）」、「能力の社会的位置付け

（4項目）」の3因子構造とされる。行動の積極性は、SE

が高いほど行動遂行に費やす積極性が増大する傾向を差

し、失敗に対する不安は、SE水準が低いときには、失敗

に対する不安が高まり、過去に行った自己の失敗体験に

こだわる傾向を差し、能力の社会的位置付けは、一般的

で社会的な場面において自己の遂行を高く評価する傾向

を差す7）。

　坂野ら7）による標準データでは、学生のGSES総スコ

ア平均は6.58±3.37で、0-1の範囲を「低い」、2-4の範

囲を「やや低い」、5-8の範囲を「普通」、9-11の範囲を

「やや高い」、12-16の範囲を「高い」と分類している。

学生は成人に比べてスコアが低いと指摘8）されているた

め、本研究では学生の標準データを用いた。

　実習の経験値はSEを変化させるか、評価実習前を実習

前、臨床実習Ⅱ期後を実習後とし、実習を経験する前後

について以下の比較検討を行った。①学生全体の実習前

後のGSES総スコア及び3つの因子について、ウィルコク

ソン符号付順位和検定を用いて比較した。②学生の標準

データを基準に、実習前のSEが「低い」、「やや低い」の

範囲にある者を「低い群」、普通の範囲にある者を「普

通の群」、「やや高い」、「高い」の範囲にある者を「高い

群」として3群に分け、各群の実習前後のGSES総スコア

及び3因子について、ウィルコクソン符号付順位和検定

（小標本）を用いて比較した。

　統計学的有意水準はすべて5％とした。

■結果

　実習前後のSEの変化について、学生全体（n=41）で

は、実習後のGSES総スコア及び3つの因子に有意差は認

められなかった（表1）。

　SEが低い群（n=7）では、実習後に「行動の積極性」

の因子が有意に向上した。総スコア及び「失敗に対する

不安」、「能力の社会的位置付け」の因子に向上の傾向が

みられたが有意差は認められなかった。SEが普通の群

（n=15）では、「行動の積極性」の因子が有意に低下し

た。また「能力の社会的位置付け」の因子が有意に向上

した。総スコア及び「失敗に対する不安」の因子に向上

の傾向がみられたが有意差は認められなかった。SEが高

い群（n=19）では、総スコアが有意に低下した。3つ因

子すべてに低下の傾向がみられたが有意差は認められな

かった（表2）。

■考察

　学生全体のGSESの平均値は、実習前後とも（実習前

7.54±3.19、実習後7.34±3.20）、学生の標準データ

（6.58±3.37）の数値を上回っていたことから、SEに

関して少なくとも標準的かそれを超える集団であり、理

学療法士という医療従事者を目指すものとしての素地を

もった学生が多くを占めていたことが推測された。

　学生全体において、GSES総スコア及び3つの因子のい

ずれにも有意な変化は認められなかったが、各群それぞ

れで異なった変化が認められたことから、各学生の持つ

実習前のSEの程度によって実習の経験値が与える影響に

差異のあったことが示唆された。

　SEが低い群で、「行動の積極性」が有意に向上したこ

とから、実習の経験値が、理学療法学生として実習に取
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り組もうとする積極性に向上をもたらしたことが考えら

れた。

　SEが普通の群で、「行動の積極性」が有意に低下した

ことから、合計21週にわたる長期の実習で慣れが生じ、

積極性の維持・向上には至らなかった可能性が考えられ

た。一方、「能力の社会的位置付け」の因子が有意に向上

したことから、実習の経験値が、より一般的で社会的な

場面、即ち社会人また医療人として、報告・連絡・相談

など基本的な能力の要素でSEに向上をもたらしたことが

考えられた。

　Banduraは、SEを変化させる情報源の一つとして

「遂行行動の達成」を挙げ、自分自身で行動し達成でき

たという成功体験に基づく最も強力なもの4）としている

ことから、SEの低い群と普通の群において、実習におけ

る成功体験がSEの向上をもたらしたと考えた。

　一方、SEの高い群で、総スコアに有意な低下がみら

れ、3つの因子にすべて低下の傾向がみられた。全体と

して、実習前のSEに「遂行行動の達成」として挙げられ

ている実際の成功体験に基づかない要素が含まれていた

ことや実習に対する見通しの甘さによって実習を予想以

上に困難なものと捉えた可能性があると考えた。そして

自らのSEの修正の機会になったと考えられた。 

　実習前の平均総スコアでは、低い群と高い群の差が

7.78、普通の群と高い群の差が3.68であったが、実習

後それぞれ5.30、2.49となった。高い群の平均総スコ

アが実習後に低下したものの、自らのSEに修正が加えら

れ、一方の低い群と普通の群で実習後にSEの向上傾向が

みられ、結果、群間の差が縮まったことは、実習の経験

値による好ましい影響と考えた。 

　実習を経験することでSEが向上し、卒業後に高いSE

を持って臨床活動が開始される望ましい方向性を実現す

るためには、今回の調査を踏まえ、実習施設と連携をと

り、更にSEを高める実習指導を拡充していく必要がある

と考えた。

　Bandura9，10）は、SEを高める方法として、遂行行動の

達成の他、代理的体験、言語的説得、生理的情動的状態

を挙げ、以下のように述べている。

　遂行行動の達成は、自分で行動し、達成できたという

成功体験の蓄積である。代理的体験とは、自分と同じ状

況で同じ目標を持っている人の成功体験や問題解決方法

を学ぶこととされる。言語的説得とは、専門性に優れた

人からの励ましやきちんとした評価とされる。生理的情

動的状態とは、課題を遂行した時の生理的情動的な良好

の反応の自覚とされる。そしてこれら4つの情報源を巧

みに組み合わせることが必要である11）としている。よっ

てこれらを効果的に実習指導に組み入れていくことが有

効と考えた。

　今後は、新たな指導の視点が学生にどのように影響す

るか、また実習よりはるかに多くの経験値を蓄積するこ

とができる臨床活動開始後にどのように変化するかにつ

いても調査していきたいと考える。

表1．学生全体の実習前後のGSESスコア

表2．群分けによる実習前後のGSESスコア

  実習前 実習後 

 GSES 

総スコア

7.54 

±3.19 

7.34 

±3.20 

3因子 

行動の積極性 

（7項目） 

失敗に対する不安 

（5項目） 

能力の社会的位置付け 

3.66 

±2.02 

2.39 

±1.67 

1.49 

3.29 

±1.89 

2.32 

±1.60 

1.73 

（4項目） ±1.16 ±1.16 

平均±標準偏差で表示。 

低い群 普通の群 高い群 

行動の積極性

前 
1.14 

±0.90 

3.47 

±1.81 

4.74 

±1.59 

後 
1.71 

±1.38*

2.60 

±1.88*

4.42 

±1.35 

失敗に対する

不安

前 
0.43 

±0.53 

1.87 

±1.36 

3.53 

±1.26 

後 
1.00 

±1.15 

2.07 

±1.49 

3.00 

±1.53 

能力の社会的

位置付け

前 
0.86 

±1.07 

1.20 

±0.94 

1.95 

±1.22 

後 
1.14 

±1.35 

2.00 

±1.07*

1.74 

±1.15 

総スコア 

前 
2.43 

±1.15 

6.53 

±1.06 

10.21 

±1.58 

後 
3.86 

±3.18 

6.67 

±2.19 

9.16 

±2.65*

平均±標準偏差で表示。   * p<0.05 
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■はじめに

　運動（movement）は、共同運動が組合わされたも

ので動作の基盤となる。動作（motion）は、運動が組

み合わされたひとつのパフォーマンスで活動に必要な

要素として位置づけられ1）、基本動作は、日常生活活動

（Activities of daily living：ADL）遂行に必要とされる

動作である2）。よって、基本動作は、それ自体が目的を

持った行為でなく、ADLを遂行するための手段として使

用されたときに機能し、意義を持つものである。基本動

作のうち、寝返り、起き上がり、そして起立といったい

わゆる起居動作は、座位や立位での活動や移動変換過程

として必要不可欠な動作で、ADLの土台となるため、理

学療法の重要な治療対象である。

　ADLを遂行するために必要な基本動作は多くある

が、その基本動作の遂行能力を定量的に評価するも

のとして、Rivermead Mobility Index（RMI）3）や

Modified Moter Assessment Scale（MMAS）4）、そし

てFunctional Moter Scale（FMS）5）などがあり、その

機能的片麻痺起居動作評価表（FAHB）の開発と
信頼性及び妥当性の検証

1）専門学校　柳川リハビリテーション学院　理学療法学科
2）帝京大学　福岡医療技術学部　理学療法学科

長野　毅1）、堺　　裕2）

Development and Examination of the Reliability and Validity of 
Functional Assessment for Hemiplegic Bed Mobility (FAHB)

■要　　　旨　〔目的〕我々は、寝返り・起き上がり・起立といったいわゆる起居動作を構成する各関節や部位の

運動を抽出し、その運動を観察により評価し、点数化する評価表、機能的片麻痺起居動作評価表

（FAHB）を開発した。今回は、FAHBの信頼性と妥当性を検証した。〔FAHBの信頼性の検証方法〕

検者は15名の理学療法士とした。検査対象は2名の脳卒中片麻痺者であった。統計学的処理は、

FAHBの内的整合性をCronbachのα係数にて検証した。検者間信頼性はFAHB合計点については級

内相関係数（Intraclass correlation coefficients：ICC（2,1））にて、寝返り動作・起き上がり動

作・起立動作各点数及び各26項目はkendallの一致係数（W係数）にて検証した。〔FAHBの信頼性

の検証結果〕Cronbachのα係数は0.71であった。FAHB合計点のICC（2,1）は0.96であった。

寝返り動作、起き上がり動作、起立動作各点数のW係数はそれぞれ0.93（p＜0.001）、0.92（p

＜0.001）、0.96（p＜0.001）であった。各26項目のW係数は、12項目について1（完全一致）

であった。その他の12項目は0.27～0.93であり1％及び5％未満で有意であった。起き上がり動

作と起立動作の1項目ずつ、2項目については有意ではなかった。これらの2項目を再考したものを

完成版FAHBとした。〔FAHBの妥当性の検証方法〕完成版FAHBが評価しようとする概念を把握で

きるのか、基準関連妥当性を検証した。対象は脳卒中片麻痺者29名であった。基準関連妥当性は、

FAHB合計点と起居動作自立度、歩行自立度、機能的自立度評価表（FIM）、RMI日本語版との相関

をSpearman順位相関係数にて検証した。〔FAHBの妥当性の検証結果〕FAHB合計点と相関が認めら

れたのは、起居動作自立度、歩行自立度、RMI日本語版は1％未満の危険率で、FIMは5％未満の危

険率で有意であった。〔結論〕起居動作の能力を把握するために、 FAHBを用いることで理学療法士

間が同じ視点で起居動作を観察することが出来ると思われる。

■キーワード　起居動作、評価表、信頼性
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信頼性や妥当性が報告されている。RMIはmobility（移

乗・移動）の遂行能力を、質問および動作観察から評価

する。RMIは日本語版もあり、日本語版についてもその

信頼性と妥当性が確認されている6）。MMASは基本動作

の自立度だけでなく、動作の具体的方法も評価するもの

で、日本でも潮見により、日本語に翻訳さらに加筆・修

正を行ったものの信頼性と妥当性が確認されている7）。

FMSはADL遂行に必要な基本動作を抽出し、その基本

動作の遂行能力を定量化する評価表で、信頼性と妥当性

が確認されている。しかし、我が国では、これら評価表

（定量的評価）の利用は極めて少なく、特に中枢神経疾

患患者の評価は、観察に基づく定性的な評価が重視され

ていることが多い。基本動作の遂行障害を評価し、具体

的な介入方略を得るには、定量的側面と定性的側面か

ら総合的に評価することが重要である。前述したRMI、

MMAS、FMSといった評価表はその殆どが、課題となる

動作の可否や介助の程度（自立度）に応じて点数化され

（MMASは運動機能を評価する項目が一部含まれる）7）、

検者間の不一致が生じにくいといった利点がある。た

だ、評価して得られた数値からは、具体的な介入方略は

得られない。定性的評価（動作観察に基づく動作分析）

については、動作における問題箇所が具体的に把握でき

る・結果を直ちに治療に活用できるなどの利点がある

が、熟練を要する・観察者によって観察内容にばらつき

があるなどの欠点がある。

　我々は、動作観察に基づく動作分析に着目し、起

居動作（寝返り・起き上がり・起立）遂行時の各関

節及び部位の運動機能を観察にて評価する評価表

（FAHB：Functional assessment for Hemiplegic Bed 

mobility）を開発した。本研究の目的はFAHBの信頼性

及び妥当性を検証することである。

■FAHBの概要

　FAHBは26項目31点満点である。内訳は、非麻痺側

方向への寝返り動作6項目8点、非麻痺側下側臥位から

の起き上がり動作8項目8点、端座位からの起立動作12

項目15点である。判定には具体的な観察の観点（判定

基準）を設け2及び3段階で採点する。中村は8）、運動

（movement）は姿勢（体位と構え）が時間的に連続し

て変化したもので、身体軸と重力の関係、身体の動きの

方向、身体の各部分の相対的な位置関係の変化として記

述され、動作（motion）は、運動によって具体的に行わ

れる仕事、課題との関係で行動を分析するときの単位に

なると定義している。この定義に従い、寝返り・起き上

がり・起立各動作遂行に必要な各関節及び部位（体幹・

骨盤）の位置関係の変化（運動）を抽出した。寝返り動

作は、背臥位から側臥位とし、背臥位の広い支持基底面

から狭い支持基底面の側臥位へと移行するのに必要な、

頭部・体幹・上肢・下肢の各関節の運動を抽出した。

FAHBにおける寝返り動作は、麻痺側肩関節亜脱臼を考

慮し、非麻痺側方向への寝返り動作とした。起き上がり

動作について江口ら9）は、片肘つき側臥位、片肘つき半

側臥位、腹筋利用、下肢反動利用、四つ這い経由、その

他の6つの動作パターンがあるとし、その6つの起き上が

りパターンと上肢Brunnstrom stage（BRS）との関係

性を調査している。結果、上肢運動麻痺の回復段階が低

い片麻痺者の多くは、片肘つき側臥位パターン（側臥位

からon elbowそしてon handへ移行し端座位となる動

作）を利用していたとしている。よって、FAHBにおけ

る起き上がり動作は、幅広い片麻痺者に対応できる片肘

つき側臥位パターン（非麻痺側下側臥位からon elbowそ

してon handへ移行し端座位となる動作）を採用した。

起立動作は、端座位から立位までの動作とし、動作全

般、屈曲相（端座位から殿部離床）、伸展相（殿部離床

から立位）、立位保持能力のカテゴリーにわけた。以上

より、FAHBの概念は、起居動作の能力を評価するため

に、起居動作を構成している各関節と部位の運動を観察

して点数化し（動作の質を点数化）、理学療法士間が同じ

視点で起居動作を観察できる評価表であると言える。

■FAHBの信頼性の検証（先行検証）

　FAHBの妥当性を検証するにあたり、まず、FAHBの

内的整合性および検者間信頼性を検証した。

　検者は臨床経験年数1年目～10年目までの15名の理学

療法士とした。内訳は、1年目が1名、2年目が6名、4

年目が1名、5年目が4名、7年目が1名、10年目が2名で

あった。検査対象は、2名の脳卒中片麻痺者であった。

症例1は、左片麻痺、70歳代、男性、動作自立度は、屋

内歩行修正自立レベル、寝返り自立レベル、起き上が

り自立レベル、起立自立レベルであった（図1）。症例2

は、右片麻痺、50歳代、男性、動作自立度は屋外歩行修

正自立レベル、寝返り自立レベル、起き上がり自立レベ

ル、起立は短下肢装具使用にて修正自立レベルであった

（図2）。

　検者は10分程度でFAHBの説明を受け、検査対象者2

名の片麻痺者の動画を見ながら、各動作5分間でFAHB

にチェックした。統計学的処理は、FAHBの内的整合

性はCronbachのα係数にて検証した。検者間信頼性

はFAHB合計点については級内相関係数（Intraclass 

correlation coefficients：ICC（2,1））にて、寝返り動
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作・起き上がり動作・起立動作各点数及び各26項目は

kendallの一致係数（W係数）にて検証した。統計ソフト

は、SPSS Version22.0 for Microsoft Windowsおよび

R3.0.1を用いた。

　結果、Cronbachのα係数は0.71であった。FAHB合

計点のICC（2,1）は0.96であった。寝返り動作、起き

上がり動作、起立動作各点数のW係数はそれぞれ0.93

（p＜0.001）、0.92（p＜0.001）、0.96（p＜0.001）

であった。各26項目のW係数は、12項目について1（完

全一致）であった。その他の12項目のW係数は0.27～

0.93であり1％及び5％未満で有意であった。起き上が

り動作の「部位：体幹、運動方向：上方への側屈、判定

基準：起き上がる方向（上方）へ側屈運動がみられる

か」と、起立動作の「部位：体幹、運動方向：前傾、判

定基準：体幹前傾し、下顎先端が膝蓋骨よりも前方へ移

動している」の2項目については有意ではなかった（表

1）。起き上がり動作の「部位：体幹、運動方向：上方へ

の側屈、判定基準：起き上がる方向（上方）へ側屈運動

がみられるか」の項目については、起き上がり動作時の

側屈運動という表現が上方への体幹傾斜なのか、腹斜筋

群の求心性収縮による側屈なのか、判断が難しく、検者

間の判定にばらつきが生じたと考えられる。よって項目

及び判定基準を明確にし、「運動方向：上方へ持ち上が

る、判定基準：体幹が起き上がる方向へ持ち上がるか」

へ変更した。起立動作の「部位：体幹、運動方向：前

傾、判定基準：体幹前傾し、下顎先端が膝蓋骨よりも前

方へ移動している」の項目は、下顎先端が膝蓋骨よりも

前方へ移動しているか否かの判断が難しく、検者間の判

定にばらつきが生じたと考えられる。石井10）によれば、

立ち上がるためには体幹を大きく前傾させて、身体重心

図1．検査対象者（症例1）
左片麻痺、BRS：上肢Ⅲ・下肢Ⅳ

動作自立度：寝返り自立・起き上がり自立・起立自立・屋内歩行修正自立

図2．検査対象者（症例2）
右片麻痺、BRS：上肢Ⅴ・下肢Ⅳ

動作自立度：寝返り自立・起き上がり自立・起立修正自立・屋外歩行修正自立

表１．機能的片麻痺痺起居動作評価表（FAHB）各26項目のW
係数の結果
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表2．機能的片麻痺起居動作評価表（FAHB）
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（COG：Center of Gravity）を足部の支持基底面に入

れる必要がある。COGを前方へ移動するために体幹前

傾が必要であるが、体幹を前傾させて殿部離床しても、

COGが後方へ残っている（十分に前方に移動しない）場

合があり、その際は特に非麻痺側足部の背屈反応（足趾

伸展）が出現することがある。そこで、項目を「判定基

準：非麻痺側足関節背屈反応（足趾伸展）が出現せず、

つま先が接地している状態で、体幹前傾しているか」へ

変更し、COGの前方移動も視野に入れた体幹前傾を観察

出来るようにした。これらの変更を行ったFAHBを完成

版とした（表2）。変更した2項目については、改めて検

者間信頼性を検証した。検者は当学院の理学療法学科学

生2年生39名のうち、本研究の趣旨を説明し、同意の得

られた34名であった。検者は、症例1､2の起き上がりと

立ち上がりの動画を各動作2分間で、変更したFAHB項目

11と17にチェックした。統計学処理はW係数を算出し検

者間信頼性を検証した。その結果、項目11（起き上がり

動作）のW係数は1で完全一致、項目17（起立動作）の

W係数は0.71（p＜0.001）となり、良好な結果であっ

た。

■完成版FAHBの妥当性の検証

対象と方法

１．対象

　対象は2施設で理学療法を受けている脳卒中片麻痺者

32名のうち、神経疾患や骨関節疾患を合併している者を

除外した29名（診断名：脳出血17名・脳梗塞11名・く

も膜下出血1名、麻痺側：左12名・右17名、年齢：50

歳代～80歳代、平均罹患期間35.7±59.1ヶ月）であっ

た。

２．方法

　非麻痺側方向への寝返り動作・非麻痺側下からの起

き上がり動作・端座位からの起立動作の自立度を9段階

で、歩行の自立度を11段階にて、日常生活活動は機能的

自立度評価表（FIM）にて採点した。そして、寝返り動

作や歩行を含む基本動作の遂行能力をRMI日本語版にて

評価した。

３．FAHBの妥当性の検証

　完成版FAHBの妥当性は、基準関連妥当性を検証し

表3．対象者の内訳



49理学療法福岡　29号　2016

調査・研究

た。基準関連妥当性は、FAHB合計点と寝返り・起き

上がり・起立動作の自立度の合計点（起居動作自立

度）、歩行自立度、FIM、RMI日本語版がどの程度一致

しているのか、Spearman順位相関係数を用いて解析

した。有意水準は5％未満とした統計ソフトは、SPSS 

Version22.0を用いた。

　なお、本研究は当法人の倫理委員会の承諾（受付番号

142）を得て行い、検者及び検査対象者には本研究の趣

旨を書面にて説明し、同意を得た（検査対象者には同意

書にサインをもらった）。

４．結果

　対象者の内訳を表3に示す。FAHB合計点との相関関

係の結果を表4に示す。FAHB合計点と相関が認められ

たのは、起居動作自立度、歩行自立度、RMI日本語版は

0.1％未満の危険率で、FIMは5％未満の危険率で有意で

あった。

■考察

　寝返り・起き上がり・起立動作を評価する評価表

FAHBを開発し、その信頼性と妥当性を検証した。

FAHBは、寝返り・起き上がり・起立の各動作について

具体的な観点（判定基準）を設けて観察することによっ

て、検者間での観点に差がなくなるよう配慮した。

１．FAHBの信頼性の検証

　FAHBのCronbachのα係数は0.71であった。

Cronbachのα係数は内部一貫性または内的整合性を求

めるものである11）。0～1の範囲をとり、0.9以上でか

なりの信頼性の高い一貫性を示すとされている。FAHB

のCronbachのα係数は0.71であったことから、概ね

良好な一貫性であった。FAHB合計点のICC（2,1）は

0.96であった。ICC（2,1）は0≦p≦1の範囲で表さ

れ、p＝1のときは信頼性が高くデータが完全に一致し

ていることを表す。ICC（2,1）判定の基準としては、

0以上0.2未満はごく軽度の一致（slight）、0.2以上

0.4未満は軽度の一致（fair）、0.4以上0.6未満は中等

度の一致（moderate）、0.6以上0.8未満は高度の一致

（substantial）、0.8以上はほぼ完全な一致である12）。

FAHB合計点のICC（2,1）は0.96であったことから、

極めて良好な信頼性であった。FAHBに含まれる各動

作のW係数は、寝返り動作は0.93、起き上がり動作は

0.92、起立動作は0.96であり、全てで1％未満の危険率

で検者間の判定は一致しており、合計点だけでなく各動

作においても、極めて良好な信頼性であった。基本動作

を含む動作遂行能力を定量化する、RMIの検者間信頼の

検証として、7名の検者が7名の片麻痺者の評価をした際

のRMI点数の差の検証を行っており、すべての検者間で

平均点に有意差がなかったとしている。（ICCの報告は

ない）3）。RMI日本語版の検者間信頼性については、1

名の医師と理学療法士が同一患者に調査を行っており、

医師と理学療法士の一致率は89.7％、Cohenκ係数は

0.84であったとしている6）。MMASにおける検者間信

頼性として、2名（14組）の理学療法士の検者が7名の

片麻痺者を評価した際のκ係数にて検証しており、κ係

数は0.79～0.96であったとしている4）。また、FMSの

検者間信頼性は、3名の理学療法士の検者が26名の片麻

痺者の評価した際のICC（2.1）にて検証しており、ICC

（2.1）は0.97であったとしている5）。それぞれの評価

表において検者間の信頼性は良好であるが、FAHBにお

いても極めて良好な検者間信頼性であった。FAHBはこ

れまでの評価表とは異なり、その大部分は各動作遂行時

の各関節及び部位の運動方向を観察にて判断し点数化す

る。潮見は7）、動作観察は観察者によって観察内容にば

らつきがあるとしており、この点を配慮しFAHBは具体

的な観察の観点（判定基準）を設けた。これにより、検

者間での観点のばらつきが無くなり、極めて良好な検者

間信頼性であったと思われる。ただ、FAHB各26項目の

W係数の結果、12項目において完全一致であったが、

起き上がり動作の「部位：体幹、運動方向：上方への側

屈、判定基準：起き上がる方向（上方）へ側屈運動がみ

られるか」と起立動作の「部位：体幹、運動方向：屈

曲、判定基準：体幹屈曲し、下顎先端が膝蓋骨よりも前

方へ移動している」の2項目については有意差が認めら

表4．FAHB合計点と各項目との相関結果
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れなかった。有意差が認められなかった起き上がり動作

の項目は、「運動方向：上方へ持ち上がる、判定基準：

体幹が起き上がる方向へ持ち上がるか」へ変更した。ま

た、起立動作の項目は、「判定基準：非麻痺側足関節背屈

反応（足趾伸展）が出現せず、つま先が接地している状

態で、体幹屈曲しているか」へ変更したFAHBを完成版

とした。

２．完成版FAHBの妥当性の検証

　FAHBの妥当性を検証するために、寝返り・起き上が

り・起立動作の自立度、歩行自立度、FIM、そしてRMI

日本語版といった基本動作及びADLの遂行能力について

相関関係を用いて検証した。その結果、FAHB合計点と

の相関係数は、起居動作自立度は0.67、歩行自立度は

0.64、FIMは0.48、RMI日本語版は0.65であった。相

関係数の解釈の目安は、r＝1.0～0.7：かなり強い（高

い）相関がある、r＝0.7～0.4：かなり相関がある、r

＝0.4～0.2：やや相関がある、r≦0.2：ほとんどなし

である11）。FAHB合計点は、動作自立度とFIMおよび

RMI日本語版といった動作遂行能力を評価する評価表と

かなりの相関が認められた。FAHBの特徴は、これまで

の起居動作を含む基本動作の遂行能力を評価するRMIや

MMAS、そしてFMSとは異なり、主に起居動作を構成

している各関節及び部位の運動を観察し点数化（動作の

質を点数化）する点である。繰り返しになるが、動作

（motion）は運動（movement）が組み合わさった一つ

のパフォーマンスであるので、動作遂行時の運動を評価

するFAHBと動作遂行能力を評価する評価表と相関関係

が認められたということは、FAHBの各項目が、動作を

遂行するのに必要な各関節及び部位の運動を網羅してい

るのではないかと考えられ、FAHBの起居動作評価表と

しての妥当性は良好であることが示された。

■まとめ

　臨床で行われている動作観察は、観察者により観察内

容にばらつきがあるといった欠点がある。我々は、起

居動作の動作観察に着目し、寝返り・起き上がり・起立

を構成している各関節と部位の運動を抽出した評価表

（FAHB）を開発した。今回は、FAHBの信頼性と妥当

性について検証した。FAHB合計点、寝返り・起き上が

り・起立の各点数の検者間信頼性は極めて良好であっ

た。FAHB各26項目のW係数は、2項目について有意で

はなく、この2項目を再考したものを完成版とした。

　完成版FAHBの妥当性を把握するために、基準関連妥

当性を検証した。FAHB合計点は、RMI日本語版や動作

自立、FIMとかなりの相関があり、その妥当性が認めら

れた。以上のことより、臨床でばらつきが生じる動作

観察であるが、FAHBを用いることで理学療法士間が同

じ視点で起居動作を観察することが出来ると考えられ、

FAHBが起居動作を評価する評価表として有用性が期待

できる。
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■はじめに

　理学療法士と作業療法士の養成課程は3年制と4年制が

並存しており、専門学校と短期大学、および大学に分け

られる。その中で、社会人経験者や大学などを卒業もし

くは中退した後の入学生（以下、非現役生）は専門学校

に多く見受けられる。

　これまで筆者らは、非現役生に成績優秀者が多く、学

習の方略や動機が明確な場合が少なくない点に着目し、

専門学校理学療法学科および作業療法学科における高校

卒業直後の入学生（以下、現役生）と非現役生の学習動

機に関して、横断的な分析を報告した1）。その結果とし

て、両者は内容関与的動機（学習内容に関与した動機）2）の

程度が高く、関係志向（他者につられて学習する志向）3）

が低い共通点の一方、非現役生ではそれらの傾向をより

強く示す相違点が認められた。

　このように、現役生と非現役生の学習動機について、

横断的な特徴の一端は明らかにされたものの、縦断的

な変化に関する報告は筆者らが渉猟し得た限りまだみら

れない。学習行動は相互に移行しあう複数の動機づけに

よって多重に支えられる4）とされるが、大学作業療法学

科1～3年生の2年間における縦断研究では、2年次進級

において実用志向（仕事や生活に生かすために学習する

志向）の程度が有意に高くなるものの、その他に有意な

変化はみられなかったと報告している5）。しかし、現役

生と非現役生がともに学ぶ専門学校においては、両者の

学習動機に前述の共通点と相違点があるため、相互影響

の点から先行研究とは異なる傾向を示す可能性もある。

　そこで本研究では、3年間の追跡調査が可能であった

現役生と非現役生の分析から、両者の学習動機が縦断的

に変化するのか否かを明らかにし、専門学校における学

生指導の一助とすることを目的とした。

専門学校理学療法学科および作業療法学科における
現役入学生と非現役入学生の学習動機に関する縦断研究

1）専門学校　柳川リハビリテーション学院　理学療法学科
2）佐賀大学大学院　医学系研究科

3）専門学校　柳川リハビリテーション学院　作業療法学科

吉塚　久記1,2）、下條　聖子1）、本多　裕一1）、吉田　亮平3）、浅見　豊子2）

A Longitudinal Study on the Learning Motivation of the Straight-
Admitted Students from High School and the Non-Straight in the 
Departments of Physical Therapy and Occupational Therapy of a 

Vocational College

■要　　　旨　〔目的〕専門学校理学療法学科および作業療法学科における学習動機の縦断的な変化について、現役

入学か否かによる特徴を明らかにし、学生指導の一助とすることとした。〔対象〕3年間の追跡調査

が可能であった現役入学生44名と非現役入学生15名とした。〔方法〕学習動機の2要因モデルに基

づいた質問紙調査を各年度で実施した。〔結果〕現役入学か否かによらず、学習動機に有意な縦断的

変化は認められなかった。〔考察〕学習方略に影響する内容関与的動機が1年次から高く維持される

ことは望ましいが、様々な動機に支えられる学習者が挫折しにくいとの観点からは、継続的に低く

留まる内容分離的動機を伸ばすことも必要であり、教員にはこれらの点を踏まえた学生の支援が求

められる。

■キーワード　学習動機、現役入学生、非現役入学生
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■対象と方法

１．対象

　対象は3年間の追跡調査が可能であった専門学校理学

療法学科および作業療法学科に所属する現役生44名、

非現役生15名、計59名（表1）とした。非現役生の内訳

は、大学卒業直後の入学2名、大学や専門学校の中退後

の入学3名、社会人経験後の入学10名であった。

　なお、本研究はヘルシンキ宣言を遵守し、全ての対象

者に研究参加の同意を得て実施した。

２．方法

１）調査方法

　学習動機の調査には、信頼性が確認されており6, 7）、

理学療法および作業療法分野における先行研究1, 5, 8-10）に

も広く用いられている市川の「学習動機の2要因モデル」 

2, 3）を採用した。本モデルは「学習による直接的な効果

や利益の期待度（功利性）」と「学習内容そのものの主観

的重要度」の2次元で構造化され、学習自体が楽しいと

する「充実志向」、知力を鍛えるために学習する「訓練志

向」、仕事や生活に生かすために学習する「実用志向」、

他者につられて学習する「関係志向」、プライドや競争心

から学習する「自尊志向」、報酬を得る手段として学習

する「報酬志向」、以上の6つの志向性で構成されている

（図1）。

　調査は市川2）が提示している方法に準拠し、36の質問

項目を基に記名式の質問紙（表2）を作成して、最小1点

（全くあてはまらない）から最大5点（自分によくあて

はまる）による1点刻みの5段階尺度で自己評定を求め

た。また、縦断的に分析するため、調査は1年次9月、2

年次4月、3年次4月の計3回実施した。

２）分析方法

　36の質問項目は6つの志向性である充実志向（質問

2、7、9、17、26、34）、訓練志向（質問4、13、18、

23、29、36）、実用志向（質問1、8、14、19、28、

31）、関係志向（質問5、10、16、22、27、33）、自尊

志向（質問6、11、15、20、24、32）、報酬志向（質

問3、12、21、25、30、35）に分類し、平均値を算出

した。

　検討項目は、現役生と非現役生の3年間における6つの

志向性の強さの縦断的な変化とした。

　統計学的解析にはR2.8.1を使用し、有意水準は5％未

満とした。各群の正規性と等分散性をShapiro-wilk検定

とLevene検定で確認した後、分散分析に一元配置分散分

析とKruskal-Wallisの検定を適宜用いた。

■結果

　学習動機に関する集計と分散分析の結果を表3に示

す。現役生、非現役生、および全体ともに、6つの志向

性の全てにおいて有意差は認められなかった。

■考察

　本研究では、現役生と非現役生の学習動機について縦

断的な分析を行った。その結果、全ての検討項目におい

て有意差は認められなかった。したがって、専門学校理

学療法学科および作業療法学科の現役生と非現役生の学

習動機はともに、1年次から3年次まで有意な変化を生じ

ない可能性が示唆される。

　市川は、学習内容に関与する動機である充実志向、訓

練志向、実用志向の3つを内容関与的動機とし、学習内

容と離れた動機である関係志向、自尊志向、報酬志向の

3つを内容分離的動機としている2）。筆者らが行った横

断的な分析1）において、現役生と非現役生はともに内容

関与的動機の程度は高く、内容分離的動機の程度は低い

が、非現役生ではより強くこれらの傾向を示すことが明

らかとなっており、さらに本研究の結果から、これらの

傾向は3年間を通して維持されるものと考えられる。

　本研究の仮説として、学習動機に共通点と相違点を持

つ現役生と非現役生の相互影響から、縦断的な変化が生

図１．市川による「学習動機の2要因モデル」　文献3）から許可
を得て転載

 横の次元は「学習による直接的な報酬をどの程度期待し
ているのか」、縦の次元は「学習の内容そのものを重視し
ているかどうか」を表す。また、充実志向は内発的動機
づけ、対角の報酬志向は外発的動機づけに位置付けられ
ている。

表1．対象の内訳

男性（名） 女性（名） 合計（名） 年齢（歳） 

現役生 21 23 44 18.5 ± 0.5 
非現役生 11 4 15 26.7 ± 6.0 
全体 32 27 59 20.5 ± 4.7 

年齢は1年次の平均を示す。
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じる可能性を考えたが、両者ともに有意な変化はみられ

なかった。この要因として、理学療法学科と作業療法学

科はともに入学時から既に1つの職業を選択しており5）、

国家資格という明確な到達目標を有すこと、および学生

にそれらの自覚が備わっていること1）により、現役入学

か否かを問わず1年次から継続的に内容関与的動機を高

く示すことが考えられる。また、その反面、学習内容自

体を重視するため、内容分離的動機は1年時から継続的

表2．質問項目　文献2）から許可を得て一部改変

検討項目 属性 1年次 2年次 3年次 P-value 
充実志向 現役生 21.1 ± 3.7 20.9 ± 4.2 20.5 ± 3.6 0.88 

非現役生 23.5 ± 4.1 22.3 ± 4.3 21.7 ± 4.0 0.55 
全体 21.7 ± 3.9 21.2 ± 4.2 20.8 ± 3.7 0.47 

訓練志向 現役生 18.3 ± 4.4 18.1 ± 4.2 18.6 ± 3.5 0.87 
非現役生 22.2 ± 4.3 20.8 ± 4.3 21.0 ± 4.9 0.62 
全体 19.3 ± 4.7 18.8 ± 4.4 19.2 ± 4.0 0.84 

実用志向 現役生 25.4 ± 3.0 24.8 ± 3.4 24.9 ± 2.7 0.65 
非現役生 27.1 ± 2.2 26.5 ± 2.5 25.5 ± 3.1 0.32 
全体 25.8 ± 2.9 25.2 ± 3.3 25.1 ± 2.8 0.34 

関係志向 現役生 16.7 ± 4.2 16.4 ± 4.5 17.5 ± 3.9 0.44 
非現役生 13.3 ± 5.9 13.0 ± 5.6 14.1 ± 5.4 0.84 
全体 15.8 ± 4.9 15.5 ± 5.0 16.6 ± 4.5 0.43 

自尊志向 現役生 15.3 ± 4.8 16.8 ± 4.5 17.1 ± 4.4 0.10 
非現役生 15.6 ± 5.6 15.3 ± 4.1 16.5 ± 4.2 0.74 
全体 15.4 ± 4.9 16.4 ± 4.4 17.0 ± 4.3 0.12 

報酬志向 現役生 15.6 ± 4.1 16.2 ± 3.7 16.2 ± 3.4 0.71 
非現役生 13.6 ± 4.6 14.7 ± 4.5 15.5 ± 4.6 0.70 
全体 15.1 ± 4.3 15.8 ± 3.9 16.0 ± 3.7 0.43 

平均±標準偏差で示す。それぞれの検討項目は30点満点で集計した。

に低いものと思われる。

　学業成績の向上のためには、どのような学習方略を採

用するのかが重要であり、学習内容間の関連づけをは

かるものが望ましい4）。しかし、学習方略は変容しにく

いものであり、そこには新しい方略の有効性に気づきに

くいことや、方略変更に伴うコストが要因に挙げられ

る6）。そのため、学習方略の変更において、学習動機は

重要な一要因とされており6）、能動的で工夫をこらした

表3．現役生と非現役生における学習動機

1. 学んだことを、将来の仕事にいかしたいから .91 知識や技能を使う喜びを味わいたいから

2. 新しいことを知りたいという気もちから .02 成績がいいと、他の人よりすぐれているような気もちになれるから

3. 勉強しないと親や先生にしかられるから .12 テストで成績がいいと、親や先生にほめてもらえるから

4. いろいろな面から物事が考えられるようになるため 22. みんながやるから、なんとなくあたりまえと思って

5. 友達といっしょに何かしていたいから .32 合理的な考え方ができるようになるため

6. 勉強して良い学校を出たほうが、りっぱな人だと思われるから 24. ライバルに負けたくないから

7. すぐに役に立たないにしても、勉強がわかること自体が面白いから 25. 学歴がいいほうが、社会に出てからもとくなことが多いと思うから

8. 仕事で必要になってからあわてて勉強したのでは間に合わないから 26. 勉強しないと充実感がないから

9. わからないことは、そのままにしておきたくないから 27. 回りの人たちがよく勉強するので，それにつられて

10. 親や好きな先生に認めてもらいたいから .82 勉強で得た知識は、いずれ仕事や生活の役に立つと思うから

11. 勉強が人なみにできないのはくやしいから .92 勉強しないと、頭のはたらきがおとろえてしまうから

12. 学歴があれば、おとなになって経済的に良い生活ができるから 30. 成績が良ければ、こづかいやほうびがもらえるから

13. 勉強しないと、筋道だった考え方ができなくなるから 31. 勉強しないと、将来仕事の上で困るから

14. 勉強したことは、生活の場面で役に立つから .23 勉強が人なみにできないと、自信がなくなってしまいそうで

15. 成績が良ければ、仲間から尊敬されると思うから 33. みんながすることをやらないと、おかしいような気がして

16. 勉強しないと、親や先生にわるいような気がして 34. 何かができるようになっていくことは楽しいから

17. いろいろな知識を身につけた人になりたいから 35. 学歴がよくないと、おとなになっていい仕事先がないから

18. 勉強することは、頭の訓練になると思うから .63 学習のしかたを身につけるため
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学習方略をとるためには、学習内容自体の重要性が認識

されるような動機づけが必要となる4）。これらのことか

ら、学習方略に影響する内容関与的動機を高く維持する

点は望ましいが、様々な動機に支えられた学習者が挫折

しにくい観点2）からは、継続的に低く留まる内容分離的

動機を高めていけるような学生の支援も教員に必要と言

える。

　本研究の限界として、調査時期が1年次9月、2年次4

月、3年次4月であったため、年度内の変化や1年次9月

以前の学習動機は不明な点がある。また、理学療法学科

と作業療法学科の学生を同じ母集団としたため、学科の

影響を考慮できていない点もある。大学作業療法学科の

縦断研究5）と結果が異なった要因には、大学と専門学校

という違いの他、これらの調査時期や学科の影響も考え

られる。調査時期については、専門学校作業療法学科1

年生の体験実習前後にて、内容関与的動機が有意に向上

したと報告11）されているため、実技試験や臨床実習など

の将来を具体的に意識化できるような機会に伴って、学

習動機の程度は影響を受ける可能性が指摘される。今後

は、これらの点を踏まえた調査を行い、専門学校におけ

るより良い教育方法を模索していきたい。
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■はじめに

　足部内在筋の筋力強化にはShort foot exercise（以

下、SF）が有効であり、母趾外転筋の筋活動を高め、荷

重時の内側縦アーチを保持すると報告されている1）。SF

とは足趾を曲げずに第一中足骨頭を踵に向けて近づける

イメージで内側縦アーチを高める運動である。しかし、

正常足を対象とした報告が多く、足部の内側縦アーチ低

下足への介入研究はない。本研究の目的は、正常足と内

側縦アーチ低下足におけるSF介入効果を検討することで

ある。

■方法

１．対象

　健常大学生15名（男性6名、女性9名）を対象とし

た。また対象者には本研究の内容を十分に説明し紙面に

て同意を得た。尚、本研究は国際医療福祉大学の倫理委

員会の承認（13－48）を得て実施した。

２．方法

　１）対象者および群分け

　Navicular Indexとは足部内側縦アーチ長を舟状骨高

で除して求められる値であり、扁平足と正常足を区別す

る尺度である2）。Navicular Indexのカットオフ値を用い

て、健常大学生15名を内側縦アーチ正常群8名（男性：

3名、女性：5名、年齢：21.5±0.5歳）、内側縦アーチ

低下群7名（男性：3名、女性：4名、年齢：21.5±0.5

歳）の2群とした。

　２）介入方法

　SFによる介入は、運動介入初期段階、運動方法の理解

と集団への説明をしやすくするため、You-tubeの動画を

スクリーン上で見せながら運動を実施した（図1）。次回

からはSF介入を監視下にて実施した。運動期間、運動頻

度等については、先行研究1）を参考にして設定した。運

動頻度は1日40回×4セットとし、運動期間を2週間と設

定した。

　３）効果判定

　効果判定は介入前後での足部内側縦アーチ高率および

足部の筋活動計測にて実施した。アーチ高率の計測方法

足部内側縦アーチに対するShort foot exercise
介入効果

1）国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科
2）貝塚病院リハビリテーション科

3）柳川リハビリテーション病院リハビリテーション部

松田　憲亮1）、堤　まどか2）、堤　聖3）

Short foot exercise intervention effect on the foot medial
longitudinal arch

■要　　　旨　〔目的〕正常足と内側縦アーチ低下足におけるShort foot exercise（以下、SF）介入効果を検討する。 

　　　　　　　〔対象〕健常大学生15名を対象とした。 

　　　　　　　〔方法〕Navicular Indexを使用し、足部内側縦アーチ正常群と低下群の2群に分けた。SFによる介入

を2週間実施した。効果判定として、介入前後の足部内側縦アーチ高率および足部周囲の筋活動を計

測し、比較検討した。

　　　　　　　〔結果〕足部内側縦アーチ正常群・低下群ともに介入後の静止立位時の足部内側縦アーチ高率および

母趾外転筋の筋活動が有意に増加した。

　　　　　　　〔結論〕足部縦アーチ正常群および低下群に対するSF介入効果が示唆された。

■キーワード　Short foot exercise、足部内側縦アーチ、母趾外転筋

調査・研究
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は平野らの報告3）に準じて実施した。

　足部内側縦アーチ高率の測定肢位は、膝関節90°足関

節底背屈・回内外0°の座位、肩幅に開脚した立位とし、

舟状骨高は舟状骨隆起部にシールを張り床からシールま

での距離を、足長は踵骨後面から足趾先端までの距離を

メジャーで測定した。舟状骨高を足長で割り百分率で求

めた値を内側縦アーチ高率とした。

　筋活動の測定には表面筋電計（メディエリアサポート

社製）を用いた。母趾外転筋、後脛骨筋、長腓骨筋を被

験筋とし、座位、静止立位時の筋活動を計測した。母趾

外転筋の電極貼付部位については先行研究1）に準じた。

後脛骨筋の電極貼付部位については、先行研究4）に準じ

て、後脛骨筋は内果の上方約2横指近位の腱上とした。

長腓骨筋の電極貼付部位については、先行研究4）に準じ

て、腓骨頭下約3横指遠位とした。筋活動については、

最大等尺性収縮時筋活動（MVC）に対する％MVCとし

て正規化した。

３．統計処理

　統計ソフトはSPSS15.0Jを使用した。介入前後の足部

内側縦アーチ高率の変化および母趾外転筋、後脛骨筋、

長腓骨筋の筋活動の変化については対応のあるt検定を用

いて比較検討を行った。有意水準はすべて5%未満とし

た。

■結果

　足部内側縦アーチ正常群・低下群ともに介入後の静止

立位時の足部内側縦アーチ高率が有意に増加した（図

2）。

　座位では足部内側縦アーチ高率の有意差は認めなかっ

た（図3）。筋活動では足部内側縦アーチ正常群・低下群

ともに静止立位での母趾外転筋の筋活動量が介入後に有

意に増加した（図4）。また後脛骨筋、長腓骨筋活動につ

いては両群ともに有意差を認めなかった。

■考察

　正常足に対するSF介入効果については、先行研究1）に

準ずる結果となった。また足部内側縦アーチ低下群につ

いては、足部内側縦アーチ高率および母趾外転筋の筋活

動の有意に増加からSF介入効果が認められた。母趾外転

筋の活性は舟状骨の高さの減少を予測する因子であるこ

とが示唆されている5）。また母趾外転筋の筋活動は、足

部の開張抑制と横アーチの形成に関与する。従ってSF介

図1．Short foot exerciseの方法

図3．座位時のSF介入前後の足部内側縦アーチ効率の変化

図4．SF介入前後での足部周囲筋群の筋活動変化

図2．静止立位時のSF介入前後の足部内側縦アーチ効率の変化
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入による母趾外転筋の活動促進は、二次的に内側縦アー

チの減少を抑制すると考えられる。

　一方、Basmajian JVらは荷重量が少ない場合、アーチ

保持に関する筋活動が少ないことを報告しており6）、座

位におけるアーチ高率や筋活動に差がなかった理由とし

て考えられた。また立位姿勢は母趾外転筋の筋活動を増

加させる有効な方法であることが報告されている7）。

　また後脛骨筋や長腓骨筋の筋活動については有意な変

化が認められなかった。後脛骨筋と長腓骨筋はクロスサ

ポートメカニズムによって後足部の安定性に寄与する。

先行研究8）から背屈角度の大きさによりアーチ保持に参

加する筋活動が変化することが報告されている。本研究

では、静止立位での足関節背屈角度を正確に規定しな

かった為、データにバラツキが生じSF介入後の後脛骨筋

や長腓骨筋活動が大きくならなかった可能性があると考

える。

■研究の限界

　本研究のサンプルサイズおよび研究結果は、研究の可

能性を限定するものとして考慮しなければならない。ま

た、SF介入の設定、運動頻度、期間については検討の余

地があると思われる。
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■はじめに

　超音波（以下、US）照射療法は、物理療法の中でも世

界的に最もよく使用されている治療手段であると言われ

ている1）。関節可動域（以下、ROM）制限に対する効果

として、筋腱に対し、超音波照射を単独で施行するより

も、筋腱への持続伸張に併用することが、効果的である

と報告されている2,3）。

　透析（以下、HD）患者の重要な合併症の一つとして

骨・関節障害がある。HD患者の骨・関節障害の原因と

して、筋腱組織・関節滑膜へのカルシウム沈着、アミロ

イド沈着、感染症4,5）が報告されており、関節拘縮の原因

とされている。関節拘縮が歩行に及ぼす影響として、足

関節の背屈ROM制限を呈した歩行では、制限のない歩行

に比べ、駆動期における推進力の低下が起こると報告さ

れており、歩行速度に影響を与えると考えられている6）。

　HD患者において歩行速度の低下が日常の身体活動量

の低下と関係しており、歩行速度の低下は心血管疾患の

発症リスクを高め、生命予後に大きく影響すると報告さ

れている7,8）。HD患者の生命予後を考える際に、歩行速

度と身体活動量との関連性に注意を払う必要があると言

われている。

　本症例研究では、両側足関節に重度の背屈ROM制限を

呈したHD患者のアキレス腱に対し、腱の持続伸張にUS

照射を併用し、その有効性を検討した。

　さらに、10m歩行速度と6分間歩行テスト（以下、

6MWT）を用い、足関節背屈ROM制限の改善が歩行速

度と運動耐容能に与える影響について検討したので報告

する。

■対象と方法

１）対象者

　症例は、60歳代女性であった。HD中に四肢感覚障

害、軽度呂律障害を認め、Ⅰ病院受診し、左中大脳動脈

領域の脳梗塞と診断された。急性期治療を終了した後、

足関節に重度の背屈可動域制限を呈した透析患者に対し、
アキレス腱部への超音波療法が有効であった一症例

1）公益社団法人　地域医療振興協会　飯塚市立病院　リハビリテーション室
2）弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域健康増進科学分野

3）森寺整形外科　リハビリテーション室

森　　聡1）、吉田　英樹2）、山田　将弘3）

The effect of therapeutic ultrasound on Achilles tendon accompanied 
with severe limiting ankle dorsiflexion associated with hemodialysis.

－Walking velocity and exercise tolerability influence by range of motion.－

─関節可動域が歩行速度と運動耐容能に及ぼす影響─

■要　　　旨　〔目的〕透析患者の関節可動域（以下、ROM）制限に対する超音波（以下、US）照射と持続伸張の

併用効果を検証し、その効果が歩行能力に及ぼす影響について検討する事とした。〔対象〕重度の両

側足関節背屈ROM制限があり、歩行速度が著しく低下した透析（以下、HD）患者1名とした。〔方

法〕研究モデルをA-B-Á デザインとし、介入期に両側アキレス腱へUS照射を行った。〔結果〕介入

期、撤回期で関節可動域の増大、歩行速度の増大、6分間歩行距離の増大が認められた。〔結語〕US

照射と持続伸張を組み合わせることで、ROMを改善させる可能性が示唆された。足関節の背屈ROM

の改善が歩行速度の増大、6分間歩行距離の増大を引き起こすことが考えられた。

■キーワード　超音波療法、透析、歩行

症例報告
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発症33病日にM病院回復期リハビリテーション病棟へ

入院となった。入院時よりBrunnstrom stage上肢、手

指、下肢Ⅴであり、著明な麻痺は認められなかったが、

足関節の重度のROM制限を呈していた。入院時は、ベッ

ド上安静臥床の時間が多く、病棟生活上における歩行の

頻度は低かった。超音波診断で両側内頚動脈と右中大脳

動脈の石灰化が生じていた。5年前より糖尿病性腎症、

末期腎不全でHDを導入していた。足関節のROM制限は

入院時より生じており、本研究介入時までに大きな変化

はなかった。Cyriaxのend-feel分類でelastic stretchで

あり、HD患者特有の筋腱組織・関節滑膜へのカルシウ

ム沈着、アミロイド沈着後に生じる筋腱の炎症による伸

張性の低下が考えられた。

２）方　法

　研究モデルはABA型デザインのABÁ とした。PhaseA

を基礎水準（以下，BL）期とし、PhaseBを介入期、

PhaseÁ を撤回期とした。発症186病日より、7日間の

PhaseAを設け、その後、10日間のPhaseBとして、US

を施行した。PhaseB後に撤回期として、PhaseÁ を7日

間設けた。BL期と撤回期には、通常の運動療法のみを実

施し、介入期は、通常の運動療法とUSの双方を行った。

なお、 USの実施肢位は背臥位とし、アキレス腱の持続

伸張を加えながら、アキレス腱部にUSを照射した（図

1）。照射面積は有効照射面積（以下、ERA）の2倍

以内9）と言われているため、導子面積の2倍以内に留め

た。USの設定は、周波数3MHz、出力1.5W/cm2、照射

時間率100%、照射方法はストローク法とした。超音波

の周波数は1MHzが深部組織、3MHzでは表在組織の治

療に適応されると言われている9）。強度は、温熱効果を

期待する場合は1～2W/cm2が推奨されている9）。照射時

間は片側5分間とした。照射頻度は1日1回とし、計10回

実施した。US照射にはUS治療器（UST-770、伊藤超短

波）を用いた。US治療器のERAは5.0cm2、ビーム不均

等率は2.4であった。

　評価項目は、両側足関節背屈ROM、10m歩行速度、

6MWTでは、US照射後に各項目を測定した。結果の処

理は、足関節背屈ROM、Borg・Scaleにおいて実測値の

変化を求め、10m歩行速度、6MWTはPhaseAの初回の

値に対する変化率を算出した。

3）倫理的配慮

　研究に際し、症例には治療趣旨、安全性と個人情報の

取り扱いについて文章と口頭で説明し、署名にて同意を

得た。また、ヘルシンキ宣言に基づき、対象者は参加の

同意を得た後でも、同意を撤回する権利を有し、それに

よる不利益は生じないことを説明した。

■結果

　本症例に対するUS照射は計10回であった。

　足関節背屈ROMに関する結果については、右側にお

いてPhaseAでは、－15°で変化は認められなかった。

PhaseBでは、介入2日後において－5°まで拡大し、

最終的には5°まで拡大した。PhaseÁ では、5°を維持

していたが、2回目の測定では、0°に低下した。左側

ではPhaseAでは、－10°で変化は認められなかった。

PhaseBでは、介入2日後で0°まで拡大し、その後は

PhaseÁ まで0°を維持した（図2、3）。

　10m歩行速度の変化率に関する結果については、

PhaseAでは初回と比較し、2回目に2.2％増加した。

PhaseBでは、PhaseAの初回時に比べ、30～55％の増

加が認められた。PhaseÁ では、一度、PhaseBの介入

10日後に比べ、23.5％減少したが、PhaseÁ の2回目の

測定では、PhaseBの介入10日後に比べ、0.6％の増加

で、維持されていた（図4）。10m歩行速度の実測値の

結果では、PhaseAに対し、PhaseBで上昇していた。

PhaseÁ では、一度、PhaseBの介入10日後に比べ、低

下を示したが、PhaseAの2回目の測定では上昇していた

（図5）。

　6MWTに関する結果については、PhaseAにおいて、

初回に比較し、2回目に6.1％減少した。PhaseBでは、

PhaseAの初回時に比べ、5～26％の増加を認めた。

PhaseÁ の初回では、10～27％でPhaseBの値を維持し

ていた（図5）。

　Borg・Scaleの結果については、安静時はPhaseAで

は、9であったのに対し、PhaseBでは7に低下した。

PhaseÁ では、8～9であった。6MWT後は、PhaseA、

PhaseBと12～13を推移し、PhaseÁ の2回目には11で

あった。　

図1．US実施場面
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■考察

　両側足関節に重度の背屈ROM制限を呈したHD患者に

対し、アキレス腱部へのUS照射を行った。その結果、

足関節ROM右側では最大20°拡大し、左側では10°拡

大した。加えて、10m歩行速度、6MWTの増減率は、

PhaseAと比べ、PhaseBで増加した。PhaseÁ では、

PhaseBの値が維持されていた。

　足関節背屈ROMの結果より、アキレス腱部の伸展性の

増大が生じたと考えられた。組織の伸展性について、軟

部組織の温度が4℃以上上昇すると、組織の粘弾性に変

化を引き起こし、伸展性が増大すると言われている10）。

今回、皮下直下のアキレス腱部に対し、周波数3MHz、

強度1.5W/cm2で5分間USを照射した。Draperらは、周

波数3MHz、強度1.5W/cm2における皮下0.8cm下腿三

頭筋の温度上昇が0.82±0.276℃/minと報告している
11）。3MHzにおける筋の吸収係数は2.28、腱の吸収係数

は3.369）であり、筋に対し、腱へのUS照射はより温度

上昇が生じやすいとされている。今回の設定より、アキ

レス腱部は筋に照射した場合に比べ、吸収係数が高いた

め、5分間の照射で4℃以上の温度上昇が生じていた可能

性が考えられ、アキレス腱の伸展性の増大が生じたと考

えられた。さらに、Davidらは、USの最中か直後に持続

伸張を行うことで、効果が得やすいと報告している2）。本

症例は、アキレス腱部にUSを照射しながら持続伸張を

行ったことで、伸展性の増大に寄与し、両側足関節背屈

ROMの拡大が生じたことが考えられた。

　10m歩行速度、6MWTの結果より、両側足関節背屈

ROMの拡大に従い、増加傾向であった。

　足関節にROM制限のある歩行では、制限のない歩行

に比べ、歩行周期の駆動期における床反力垂直分力の低

下が生じ、推進力が低下すると考えられている6）。本症

例において、PhaseAでは足関節背屈ROM制限が認め

られ、立脚後期の推進力の低下が起きていたと示唆され

た。アキレス腱部へのUS照射による足関節背屈ROMの

拡大により、立脚後期に足関節パワーの発生が可能とな

り、推進力の向上が10m歩行速度、6MWTの変化率の増

加に影響したと考えられた。

　Borg・Scaleの結果より、PhaseA・B・Á で大きな変

化は認められなかった。しかし、同程度の自覚的な運動

強度でありながら、6MWTの変化率がPhaseAに比べ、

PhaseB・Á で増加していることから、自覚的な疲労を

感じにくい状態になったと考えられた。

　KutsumaらはHD患者の歩行速度の要因を横断的に調

査し、日常の身体活動量が独立した因子であることを示

唆している8）。運動機能低下は、日常の身体活動量の低

下を生じ、その結果として更なる運動機能低下が惹起さ

れるという悪循環を形成し、生命予後に大きく影響する

と言われている12）。本症例を通じ、重度の足関節背屈

ROM制限を呈するHD患者のアキレス腱部へのUS照射

が、足関節背屈ROMの改善に効果的であり、更に歩行

図2．右足関節背屈ROM

図3．左足関節背屈ROM

図4．10m歩行速度増減率

図5．10m歩行速度実測値
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速度や運動耐容能の向上に寄与し得る可能性が示唆され

た。このことは、HD患者によって重要な問題である日

常の身体活動量の増大にも結びつくものと期待される。

　本報告の限界は、US照射によるアキレス腱の組織学的

検討がされていないため、組織の変化は不明である。透

析患者の骨関節障害の原因に筋腱組織へのカルシウム沈

着、アミロイド沈着が考えられているため、US照射によ

る変化を検証する必要がある。また、歩行時の駆動期に

おける推進力についての測定を行っていないため、ROM

の改善に伴い、推進力が向上したかも不明である。今

後、長期HD患者の関節病変に対し、US照射前後の組織

の伸張性について超音波診断装置にて測定を行うことが

必要である。
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症例報告

■はじめに

　現在、植込み型除細動器（Implantable Cardioverter-

Def ibr i l l a tor；以下ICD）または両室ペーシング

機能付き植込み型除細動器（Consu l ta  Card iac 

Resynchronization Therapy Defibrillator；以下

CRT-D）装着後の患者における運動療法の実施は、運

動耐容能改善および生活の質（Quality of Life；以下

QOL）向上を目的として推奨されている。相原ら1）は、

不整脈患者、特にICD植込み症例でも心臓リハビリテー

ションは安全かつ効果的に実施可能で、QOL向上につ

ながると報告している。また、FanらはICD装着患者連

続42例と年齢、性別、LVEFを揃えた非装着患者42例の

case-control study を行い、ICD装着患者では合計892

セッション中にICD作動、心停止、死亡例はなく、運動

耐用能の改善は非装着患者と同等であった2）と報告して

いる。このようにICD植込み術後の不整脈患者に対する

運動療法は安全であると認められている。

　今回、不整脈に対してステロイド治療やICD植込

み術が施行されたが、その後も非持続性心室頻拍

（None Sustained Ventricular Tachycardia；以下

NSVT）が出現し、高周波カテーテルアブレーション

（Radiofrequency Catheter Ablation；以下カテーテ

ルアブレーション）を施行された不整脈治療難渋症例の

理学療法を経験した。運動時も不整脈の出現が危惧され

たが、モニター監視下での運動療法を実施し、安全に運

動耐容能の向上を図ることができたので症例の経時的変

化も含め報告する。

■症例紹介

年齢：55歳　性別：女性 　

体重：68.5kg　BMI：28.1

診断名：心サルコイドーシス、Ⅲ度房室ブロック、

NSVT

合併症：甲状腺機能低下症

現病歴：X年4月に人間ドックにて不整脈を指摘され、

同年6月に数秒の動悸を自覚、他院にてホルター心電

図検査が実施された。心室性期外収縮（Ventricular 

Premature Contraction；以下VPC）の頻発が確認さ

れ、7月末に不整脈治療目的にて当院入院となり、内服

にて心サルコイドーシスの治療が行われた。しかし、不

整脈は改善されず、8月上旬にICD植込み術が施行された

（場所は左胸部、設定はDDD rate 50/120bpm）。術後

心室性期外収縮が頻発した症例に対する運動療法

1）産業医科大学病院　リハビリテーション部
2）産業医科大学　リハビリテーション医学講座

池田　千恵1）、大宅　良輔1）、久原　聡志1）、中元　洋子1）

明日　徹1）、舌間　秀雄1）、伊藤　英明2）、佐伯　覚2）

─高周波カテーテルアブレーション後のリスク管理が有効であった一症例─

■要　　　旨　今回、植込み型除細動器（Implantable Cardioverter-Defibrillator：以下ICD）植込術後も心室頻拍

が頻発し、高周波カテーテルアブレーションを施行された不整脈治療難渋症例の理学療法を経験し

た。ICD装着患者における監視下での運動療法は、問題なく安全に施行できると報告されており、

その効果も示されている。本症例は運動時も不整脈の出現が危惧されたため、主治医の指示で本症

例の運動中止基準が設けられ、モニター監視下での理学療法を実施した。運動負荷量設定はBorg　

scaleをもとに設定した。その結果、軽負荷での運動療法でも運動耐容能の向上が認められた。ま

た、運動療法と併せて不安が増強しないよう、当院リハビリテーション部で作成した資料を用いて

生活指導を行うなどの不安への対処の結果、不安の増悪なく自宅退院となった。

■キーワード　高周波カテーテルアブレーション、運動療法、リスク管理
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2日目にリハビリテーション科医師（リハ医）による診

察が行われたが、本人の希望により理学療法は術後5日

目より開始となった。

服薬情報：《定期》チラージンS錠（50μg）、レニベース

錠（2.5mg）、メインテート錠（0.625mg）、《臨時》プ

レドニゾロン錠（30mg）、タケプロンOD錠（15mg）

本人の希望：自分のペースで生活できるようになりた

い。

家族構成：夫、長男との3人暮らし。

職業：営業職であり、主に自動車での外回りを行ってい

たが、現在は休職中。

入院前生活：家事も全て行っていた。買い物は週2～3

回。

■理学療法初期評価（術後6日目）

　安静時の血圧は110／71mmHg、心拍数は60～80 

bpm台で推移しており、ICD植込み術後の創部痛は軽

度であった。心エコー図検査では、左室駆出率（Left 

Ventricular Ejection Fraction；以下LVEF）が41％、

左室拡張末期径／左室収縮末期径（LVDd／LVDs）が

57.7／44.8mm（40-50／23-40）、胸部X線にて心胸郭

比（Cardiothoracic Ratio；以下CTR）が56％であっ

た。

　理学療法開始時は、日中ほぼベッド上ですごし、全

身状態の指標の一つで、日常生活の制限の程度を示す

Performance Statusはgrade 2であった。

　運動時の血圧は90～110／55～75mmHg、心拍数は

60～105bpmで推移していた。心拍数は不整であり、

安静時でもVPCの単発～2連発が1分間に2～4回出現し

ていたが、労作性の増悪は認めなかった。Lown分類は

grade 4a、NYHA分類はⅡ度であった。下肢筋力は徒

手筋力検査（Manual　Muscle　Testing；以下MMT）

で概ね4レベルであり、Hand　Held　Dynamometer

（以下HHD、アニマ社製μTasF-1）を使用した膝伸

展筋力は、193N／187N（右／左）であった。歩行は

独歩で自立されており、6分間歩行テスト（6 Minutes 

Walk Test；以下6MWT）は360mであった。歩行時

の最大心拍数は105bpmで、VPCの散発を認めていた

が、安静時と比べて増加はみられなかった。日常生活活

動（Activities of Daily Living；以下ADL）はBarthel 

Index（以下BI）で95／100点、機能的自立度評価表

（Functional Independence Measure；以下FIM）で

117／126点であった。心理面の評価は、不安度を視覚

的評価スケール（Visual Analog Scale；以下VAS）（0

～100mm）で簡易的に数値化した。歩行やADLに対す

る不安はなく（0／100mm）、走行については26／100 

mmであった。

■問題点と理学療法プログラム

　本症例の問題点は、持続する不整脈、運動耐容能の低

下であった。本症例は持続する不整脈により、労作時に

呼吸困難感が出現するため、日常生活での活動量の減少

が推察された。

　不整脈への対応として、主治医の指示にて運動中止基

準を心室頻拍（Ventricular Tachycardia ；以下VT）が

5秒以上の継続、胸部症状の出現とし、運動負荷量を快

適歩行での6MWT時の最高心拍数を目標心拍数として、

過負荷とならないように配慮した。また、本症例はβブ

ロッカーであるメインテートを内服しており、心拍数は

増加しにくく、目標心拍数での運動強度の設定に限界が

あるため、Borg　scaleで13に相当する「ややきつい」

程度の負荷を上限とした主観的運動強度も同時に確認し

ながら以下の理学療法（下肢筋力強化訓練、エルゴメー

ター駆動、歩行訓練）を進めた。

　運動耐容能の低下に対しては、下肢筋力強化運動とし

てスクワットやカーフレイズを実施した。また、併せて

全身調整運動としてエルゴメーター駆動を10watts、10

分、回転数：50回／分から開始し、20watts、15分まで

負荷量を漸増的に上げながら実施した。歩行はトレッド

ミルを使用して2.5～3.5km/hにて10～15分実施した。

さらに、不安感が増悪しないように当院リハビリテー

ション部で作成した資料を用いたADL指導（自己検脈や

電気製品の使用など）、自主訓練指導（スクワットやカー

フレイズ）、発作出現時の対処方法の指導（立位ではなく

座位・臥位となることやICDが作動した場合は受診をす

ることなど）を実施しながら心理的サポートを行った。

運動前後のリスク管理として、心不全徴候の確認を行っ

た（図1）。

図1．体重・安静時HR・CTRの継時的変化
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■理学療法の経過（図2）

　術後7～9日目は、エルゴメーター駆動や歩行が実施

可能であったが、術後12日目に動悸が出現し、術後15

日目には脈拍が170～180台のVTが1時間持続する発作

が出現した。その際、胸部絞扼感の自覚症状もあり、

ICD作動にてVTは停止した。その後、ICDの設定はDDD 

rate 50/120bpmからDDD VT/VF onへ変更され、理学

療法は一時中止となった。術後21日目にカテーテルアブ

レーションが施行され、術後27日目に病棟での理学療法

再開となり、術後28日目から運動療法室へ移行となっ

た。

■理学療法再開時評価（術後28日目）

　理学療法再開時の6MWTは初期評価時と比較して

248mへ低下していたが、VASでの不安度の評価結果は

悪化していなかった。術後34日目の6MWTは342mで

あった。

■理学療法最終評価（術後37日目）

　最終評価時、院内での活動性も上がり、Performance

　Statusはgrade 2から1へと改善を認めた。心エコー

図検査では、LVEFは39%、LVDd／LVDsは61.5／

45.8mmと壁運動の改善は認めず、胸部X線において

CTRは56%と心不全増悪も認めなかった。理学療法時

の血圧は、安静時95／50mmHg前後、運動時100／

60mmHg前後で経過、心拍数は安静時60回／分前後

（不整）、運動時105回／前後（不整）と経過し、運動時

の最大心拍数は108回／分であった。Lown分類はgrade 

4aと変わらなかったが、NYHA分類はⅡ度からⅠ度へと

改善した。ROM-Tでは、明らかな制限はなく、HHDで

の膝伸展筋力では259N／270N（右／左）と筋力値が

向上し、6MWTは378mへ増加した（図3）。また、歩行

時VPCの散発を認めるものの、初期評価時と同様に安静

時と著明な増加はなかった。ADLはBIが100点、FIMが

126点と院内自立レベルとなった。VASでの不安度の評

価結果は、歩行やADLに対しては0／100mm、走行に対

しては25／100mmと発作後も変化がなかった。術後39

日目に自宅退院となった。

■考察

　本症例は入院当初から不整脈治療に難渋し、ICD植込

み術やカテーテルアブレーションが施行され、VTは消失

したものの、VPCが頻発していた。ICD植込み術後患者

に対する運動療法は、不安の軽減、運動時血漿カテコラ

ミン濃度低下、副交感神経活性を介したICD作動回数の

減少、身体活動量の改善、QOL向上が得られる3）と報告

されている。本症例に対する運動療法実施にあたり、リ

ハ医や主治医の指示を基に運動中止基準を明確にし、運

動前後の心不全徴候や前日と比較しての不整脈の増加を

確認するなどのリスク管理を行った。その結果、運動中

止基準に達する事なく安全に実施可能であった。また、

ICD作動前に比べて6MWTでの歩行距離が延長し、運動

耐容能が向上した理由としては、エルゴメーター駆動や

歩行に併せて下肢筋力強化訓練などを行うことで、運動

耐容能を規定する因子の一つである下肢筋力4）の強化が

図れたことが一要因であると考える。エルゴメーター駆

動や歩行負荷量については、一般的には軽負荷が望まし

いとされており、今回の運動負荷量は心血管疾患におけ

るガイドライン5）で推奨されている最大心拍数（220－

年齢）の50～70%またはBorg　scale 12～14であり、

適切な負荷量であったと考える。その際、βブロッカー

を使用していることを考慮し、心拍数の上昇が小さくて

も自覚症状の確認は常時行うよう心掛けた。しかし、今

回心肺運動負荷試験は実施されておらず、心肺運動負荷

試験が実施されれば、より適切な運動負荷量を設定でき

たものと考える。

　本症例の不安に関しては、簡易的な評価であったもの

の増悪は見られなかった。精神的ケアは、患者の訴え

図2．理学療法の経過

図3．6MWTにおける歩行距離の継時的変化

症例報告
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を傾聴し、どのようなことに対する不安なのかを把握

し、それらを踏まえて日常生活に対する指導や、ICD作

動時、電磁障害の対処法などの指導を行う6）とされてい

る。本症例には、ICD作動後より担当理学療法士が当院

リハビリテーション部で使用している心疾患患者に対す

る生活指導の資料（図4）を用いて生活指導やICD作動

時の対応などを説明し、不安が増悪する前から心理的サ

ポートを実施した。その結果、ICD植込み後から退院時

まで歩行に対する不安やADLを送る上での不安は軽度な

ままであったと考える。

■まとめ

　ICD植込み術後に不整脈が頻回に出現する患者に対し

て、リスク管理や心理的サポートを行いながらの運動療

法は、不安を増強することなく運動耐容能を向上させ、

患者の活動性を向上させることにつながった。
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図4．生活指導時に使用した配布資料

６）小山郁子，他：不整脈患者のケア．HEART　
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■はじめに

　Lung Volume Reduction Surgery（LVRS）は、最

大限の内科的治療による効果が限界に達した最重症の肺

気腫患者に対する外科的治療法であり、気腫性変化が強

い部分の肺組織を切除する事により、肺過膨張、横隔膜

運動、換気血流比の是正を図る手術である1）。両側上葉

優位の末梢気腫性病変を有する患者には手術による恩恵

が特に高いとされ、手術前後の呼吸リハビリテーション

（呼吸リハ）介入が必須とされている2）。

　今回、LVRS目的にて当院呼吸器外科へ入院となった

重症肺気腫患者に対する呼吸リハを経験し、手術並びに

呼吸リハが著効した症例を経験したので報告する。なお、

報告にあたっては本人に十分な説明を行い同意を得た。

■Ⅰ．症例紹介

　症例：66歳、男性、身長：164cm、体重：39kg、

Body Mass Index：14.5kg/m2、喫煙歴：90pack 

years、診断名：肺気腫、chron ic  obs t ruc t i ve 

pulmonary disease（COPD、GOLD StageⅣ）、慢性

呼吸不全、高血圧症。

　現病歴：14年前に近医にて肺気腫の診断。その後も喫

煙継続し1昨年12月より他院処方にて在宅酸素療法（安

静時1L/min、動作時2～3L/min）および外来での週2～

3日の呼吸リハを開始し、同時に禁煙した。しかしなが

ら、労作時呼吸困難は更に進行し（MRC息切れスケール

Grade3→Grade4）、日常生活場面において妻の介助を

要する状態になった。昨年9月、LVRS目的に当院呼吸器

外科を紹介受診され、その後入院となった。入院翌日よ

り術前呼吸リハ開始した。

■Ⅱ．入院時所見

１．動脈血ガス分析（room air）

　pH：7.420、PaO2：70Torr、PaCO2：42Torr、

HCO3：26.7mEq/L。

２．肺機能検査

　努力性肺活量（FVC）：2.08L、%FVC:62%、1秒

肺容量減少手術における
術前・術後呼吸リハビリテーションの経験

国家公務員共済組合連合会　新小倉病院　リハビリテーション部

岸本　英孝、入江　将考、濱田　和美、兵頭　正浩

Pre- and postoperative pulmonary rehabilitation
 for Lung Volume Reduction Surgery : A case report

■要　　　旨　肺容量減少手術（Lung Volume Reduction Surgery）目的で入院した最重症肺気腫症例に対し、持

久力トレーニング・起立着席訓練・レジスタンストレーニングによる2週間の短期術前呼吸リハビ

リテーションを実施し、術後も退院時まで継続介入した。入院時のデータと比較して、運動耐容能

は手術前、退院時と段階的に改善し、下肢筋力は手術前に改善を認めその後は維持された。また日

常生活動作能力、Performance Status、修正MRC息切れスケールも入院時から退院時にかけて継続

的に改善した。術前呼吸リハビリテーションが奏功した要因には、短期集中型のプログラムで長期

プログラムと同等のセッション数を完遂でき、積極的酸素投与下でのインターバル方式による漸進

的持久力トレーニングが可能であった事が挙げられる。また退院時に術前同等の運動耐容能を再獲

得できた要因には、合併症なく早期離床から段階的な術後呼吸リハビリテーションへ移行が可能で

あったことと、術後晩期に気胸発生したものの主治医との協議のもと呼吸リハビリテーションを中

断する事なく継続実施できた事が挙げられる。

■キーワード　呼吸リハビリテーション、肺気腫、Lung Volume Reduction Surgery

症例報告
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量（FEV1）：0.64L、%FEV1：23%、FEV1/FVC：

31%、残気量（RV）：1.77L、機能的残気量（FRC）：

3.16L、総肺活量（TLC）：4.09L、残気率（RV/

TLC）：43%、一酸化炭素肺拡散能（DLco）：3.6mL/

min/Torr、%DLco：29%。

３．心臓超音波検査

　左室駆出率（EF）：69%、大動脈弁閉鎖不全（Ar）：

Ⅱ°、僧帽弁閉鎖不全（Mr）：Ⅰ°、三尖弁閉鎖不全

（Tr）：Ⅰ°、右心負荷および肺高血圧所見（－）。

４．血液生化学検査

　TP：6.0g/dl、ALB：3.8g/dl、CRP：0.03mg/dl、

WBC：4110/µl。

５．画像所見

１）胸部単純レントゲン

 両側肺過膨張認め横隔膜が平坦化している。心胸郭

比38%で滴状心を認める。

２）胸部単純CT（図1）

 両側肺上葉有意に気腫性変化著明。気管支背側に巨

大肺嚢胞を認めた。 

３）肺血流シンチグラム（図2）

　　両側肺上葉と下葉一部に血流低下および欠損著明。

６．薬物治療

　テオフィリン、塩酸アンブロキソール、エスゾピクロ

ン、エスタゾラム、アムロジピンベシル酸塩、チオトロ

ピウム、インダカテロールマレイン酸塩。

■Ⅲ．入院時理学療法評価

　運動耐容能は、6分間歩行試験およびトレッドミルを

用いた症候限界性運動負荷試験にて評価した。下肢筋力

評価は等尺性膝伸展筋力を測定した。症候限界性運動

負荷試験は、修正Cornell法のプロトコールに従って、

速度、傾斜を3分毎に漸増させた。試験のエンドポイ

ントは患者の自覚症状または目標心拍数とした。等尺

性膝伸展筋力は、hand-held dynamometer（JTECH 

Medical，Commander PowerTrack Ⅱ Salt Lake 

City，UT）を用い、足底非接地の膝関節90°のまま

フォースパッドを足関節に当てて測定し、3回中最大値

を記録した。Barthel Indexにて日常生活動作能力を評

価し、咳嗽や呼吸困難感などCOPDによる症状の程度を

COPD Assessment Test（CAT）にて評価した。入院時

評価結果の詳細を表1に示すが、重度呼吸困難とそれに

よる活動制限および日常生活動作能力の低下を認め、下

肢筋力や運動耐容能も著明に低下していた。

 

■Ⅳ．術前呼吸リハプログラム

　1日に午前・午後の2セッション（1セッションにつき

40分）週6日間、運動療法中心に2週間の呼吸リハを実

施した。運動時のdesaturation対策と運動強度漸増を目

的に酸素投与下にて実施し、酸素流量は鼻カニューラに

て3～5L/minとした。

１．持久力トレーニング

　トレッドミルと自転車エルゴメータを使用した。いず

れも至適運動強度を心拍数110bpmまたは修正Borgス

ケール6～7とし、この範囲内であれば次のセットでの強

度を1段階上げた。トレッドミルは修正Cornell法に準じ

た負荷強度設定（スピード、傾斜）で、1setにつき3min

で3set実施するインターバル方式を採用した。自転車

エルゴメータはアップライトタイプを用い、至適強度で

1setにつき5minで2set実施した。トレッドミル同様、可

能な限りセット毎に強度を上げた。

２．起立着席訓練

　平行棒内にて5回、6setから開始し、回数およびset数

を漸増した。

３．レジスタンストレーニング

　1.0kg重錘、セラバンド使用にて膝関節伸展、股関節

屈曲・外転、上肢挙上を各60～80回から開始し、重量

および回数を漸増した。

４．術前患者教育

　術前呼吸リハによる運動耐容能改善とそれに伴う耐術

能向上の重要性や、術後早期離床による肺合併症予防の

意義などを説明した。

図1．胸部単純CT画像（前額断・肺上葉水平断）

図2．肺血流シンチグラム画像
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■Ⅴ．術前呼吸リハ経過と結果

　術前呼吸リハに対する受け入れは良好であり、順調に

運動強度を漸増する事が出来た。運動強度アップの判断

は、目標心拍数ではなく修正Borgスケール（息切れ）

を目安に行う事が多かった。起立着席回数は30回から開

始し、終了時には50回となった。トレッドミルの設定

は2METs（速度1.7mph、傾斜0%）、3min、3setから

5.8METs（速度2.1mph、傾斜11%）、6min、3setと

なった。自転車エルゴメータは15watt、3min、3setか

ら20watt、4min、3setとなった。Barthel Indexは移

乗、平地歩行が向上し65点から80点となった。期間中

の体重減少は無く、薬物治療の変更も無かった。起立着

席回数およびトレッドミル運動強度の推移を図3に示す。

■Ⅵ．手術前（術前呼吸リハ14日後）理学療法評価

　CATを除く全ての項目において、入院時と比較し大幅

な改善が認められた。詳細を表1に示す。

■Ⅶ．手術情報（入院21日目）

　術式：胸腔鏡下両側LVRS、手術時間：4時間26分、

術中in/out：2000/458ml（出血量：8ml）、術中所見：

両側肺上葉（肺尖部）を切除した。右肺癒着が高度であ

り左肺に対し切除領域が多く時間を要した。

■Ⅷ．術後呼吸リハ経過と結果

　術後1病日（POD1）：術後合併症予防を目的にベッド

サイドにて離床開始。術後疼痛著明であったが酸素流量

表1．理学療法評価 
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5L/minにて歩行器歩行20m程度実施可能。SpO286%ま

で低下あり。体重40.75kg（術前＋1.75kg）。POD2：

呼吸器合併症なく全身状態も問題なかったため、リハ

ビリテーション室にて術後呼吸リハ開始。起立着席訓

練、歩行器歩行実施。体重39.20kg（術前＋0.20kg）。

POD8：左胸腔ドレーン抜去、持久力トレーニングを

再開。POD14：右胸腔ドレーン抜去。POD24：胸部

単純レントゲン写真で右肺気胸を認め、右胸腔ドレー

ン挿入。それまで5METsの強度で実施していたが、

2～3METsに強度を落とし呼吸リハは継続実施した。

POD29：気胸治癒。右胸腔ドレーン抜去。POD33：自

宅退院。

　術後呼吸リハの運動強度アップの判断は、術前同様修

正Borgスケールに基づいて行ったが、術後早期は疼痛や

全身倦怠感に応じて増減し、その後は術前同様息切れが

エンドポイントとなる事が多かった。起立着席回数は20

回から開始し、終了時には60回となった。トレッドミ

ルの設定は2METs（速度1.7mph、傾斜0%）、5min、

2setから5.8METs（速度2.1mph、傾斜11%）、5min、

4setとなった。自転車エルゴメータは15watt、3min、

2setから20watt、4min、3setとなった。Barthel Index

は95点まで向上した。起立着席回数およびトレッドミル

運動強度の推移を図4に示す。

■Ⅸ．退院時理学療法評価

　運動耐容能および日常生活動作能力評価において、術

前時と同等以上の結果となり、入院時と比較し大幅な改

善を認めた。またCATにおいても咳嗽および呼吸困難感

の程度を問う項目で各1点の向上が得られた。詳細を表1

に示す。

■Ⅹ．考察

　LVRSは適応を厳選すれば内科的治療後でも更なる治

療効果が得られる外科的治療法であり、全米の大規模無

作為化比較対照試験でその有効性は確立され、手術実施

に際しては術前・術後の呼吸リハが推奨されている2）。

手術適応には種々の項目があり、日本呼吸器学会COPD

ガイドラインでは、6分間歩行距離が200m以上である事

が推奨されている1）。LVRSにおける術前呼吸リハ実施期

間は先行研究では6～10週間の長期間の実施が推奨され

ているが2）,3）,4）、我々は2週間（1日2セッション）の短期

集中呼吸リハでも術前運動耐容能向上が得られる事を報

告した5）。

　本症例は長年に渡り増悪経過を辿り、安静時の呼吸困

難感が著明となりLVRS目的にて当院呼吸器外科へ紹介

入院した。入院時Body Mass Indexが14.5kg/m2と低体

重であり、低運動耐容能を呈し下肢筋力も著しく低下し

ていた。また運動耐容能と下肢筋力が低下した患者群は

呼吸リハによる効果が特に得られ易いとの報告もあり7）、

本症例においては速やかな術前運動耐容能の向上が期待

された。

　呼吸リハでは、下肢筋力強化および全身調整を目的と

した起立着席訓練と、積極的な酸素投与下での漸進的

持久力トレーニングを主体に実施した。高度肺気腫患者

では肺の動的過膨張が容易に発生するため、至適運動強

度での運動を可能とするためにインターバル方式を採

用し、セット毎に運動強度を漸増した。その結果、手

術前（術前呼吸リハ後）で6分間歩行距離が325m（入

院時比417%）となりCOPD患者における運動耐容能の

臨床的に有意な最小変化量2）,7）とされる25～30mの向

上を大幅に超え、手術適応における6分間歩行距離を上

回ることが出来た。このように短期間で呼吸循環器系

の統合的指標である運動耐容能の改善が得られた事に

は、短期集中型のプログラムが一因になったと考えられ

る。先行研究3）における外来呼吸リハの実施頻度は、週

3セッションの8週間の介入で計24セッションとなる。

本症例では1日2セッション実施なので、2週間で8週間

に匹敵するセッション数を完遂する事が出来た。また本

症例は、当院入院前の活動量が極めて低かったため、

deconditioningが積極的介入により速やかに是正された

図3．術前起立着席回数とトレッドミル強度の推移 図4．術後起立着席回数とトレッドミル強度の推移
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可能性もある。

　術後は速やかに離床獲得し、リハ室にて低強度持久力

トレーニングを再開できた。その後も全身状態は経過を

追う毎に向上し、それに伴い運動強度漸増も可能であっ

た。術後晩期に右肺気胸を発症したものの、主治医と協

議する事で胸腔ドレーン再挿入下にて呼吸リハを継続実

施することができ、呼吸リハ中断によるdeconditioning

を最小限に留める事が出来た。

　LVRSによる肺機能改善効果は術後半年かけて継続す

るとされ、術後の呼吸リハによる運動耐容能向上の報告

もされている3）。そのため、退院時には近医の外来呼吸

リハを利用した中・長期的な筋力・持久力強化を目的と

した運動療法継続と、入院中の呼吸リハプログラムに準

じた日常での自主トレーニングおよび散歩の習慣づけな

ど活動量増量（行動変容）を指導した。
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■はじめに

　今回、頻脈および呼吸苦のために十分なレジスタ

ンストレーニングを実施できなかった間質性肺炎

（Interstitial Pneumonia：IP）患者に対し、急性・

亜急性期よりレジスタンストレーニングの代用手段

として神経筋電気刺激（Neuromuscular Electrical 

Stimulation：NMES）を取り入れた。

　有酸素運動やレジスタンストレーニングといった運動

療法を主体とした呼吸リハビリテーション（呼吸リハ）

は、運動耐容能低下を含むデコンディショニングの予防

に有効で、これは発症早期から開始すべきと考えられて

いる。

　IP患者は呼吸機能障害や肺循環障害、拡散能力低下や

下肢骨格筋異常などの影響を受け、運動耐容能が制限さ

れる。さらに急性期では、全身性炎症やステロイド・免

疫抑制剤による治療といった様々な要因も上乗せされ、

これらは身体機能低下を助長し、呼吸器症状のために十

分な運動療法が実施困難となる。疾患発症早期のデコン

ディショニングの新たな予防法として、近年COPD・心

不全患者を対象としたNMESが注目されはじめている。

NMESとは筋を支配している神経に電気刺激をあたえ、

支配領域の筋収縮を誘発する物理療法であり、患者の自

発的な努力を必要としない筋力トレーニング法として使

用されている。NMESは実施中のバイタル変動が少な

く、安全に筋力トレーニングが実施可能なことが特徴で

ある2），3）。今回、強い呼吸苦と頻脈のために、レジスタ

ンストレーニングで十分な負荷をかけられない症例を経

験し、NMESを導入した。その結果、十分な負荷量での

レジスタンストレーニングを導入するまでの代替手段と

なり、下肢筋力の維持も可能であった。また、退院後も

レジスタンストレーニングが継続可能となり身体機能改

善が得られた。NMESは急性・亜急性期からのデコン

ディショニング予防に有用と考えられたためここに報告

する。

　症例報告に際し、事前に患者に症例報告の趣旨、内容

および結果の取り扱いについて書類を用いて説明し書面

による同意を得た。

■症例提示

　60歳代前半の女性、身長150cm、体重41.6kg、BMI 

神経筋電気刺激をレジスタンストレーニングの
代用として行った亜急性進行性間質性肺炎の1症例

1）社会医療法人　製鉄記念八幡病院　リハビリテーション部　
2）社会医療法人　製鉄記念八幡病院　呼吸器内科

後藤　圭1）、熊谷　謙一1）、山内　康太1）、小柳　靖裕1）、今永　知俊2）

Effect of Neuromuscular Electrical Stimulation in subacute 
progressive interstitial pneumonia.An alternative intervention for 

resistance training: A case report

■要　　　旨　間質性肺炎の急性期は急性炎症、低酸素血症、呼吸苦やステロイド使用などの影響を受けるため、

デコンディショニングを生じやすい。今回、頻脈と呼吸苦のために十分な量のレジスタンストレー

ニングを実施できない亜急性進行性間質性肺炎患者に対し神経筋電気刺激（NMES）を行った。レ

ジスタンストレーニングと比較して、NMESは少ないバイタル変動で実施可能であり、レジスタン

ストレーニングの代用となったと考えられた。NMESは急性、亜急性期でも安全に有効な筋収縮が

得られる手段であり、急性・亜急性の間質性肺炎患者に対して有効であったと考えられた。

■キーワード　急性・亜急性間質性肺炎、呼吸困難感、神経筋電気刺激
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18.5kg/m2。入院1ヶ月前より労作時の呼吸困難感を自

覚し、動作時の疲労感が強くなり翌日から仕事ができな

くなってきた。近医を受診し、肺炎疑いで抗菌薬を処

方された。2週間後、症状が改善しないため、精査加療

目的に当院紹介入院となった。1ヶ月前に発症した筋症

状・関節症状を伴わない抗アミノアシルtRNA合成酵素

抗体症候群によるIPと診断され、当院入院の上、抗菌

薬・ステロイド・免疫抑制剤投与での治療が開始となっ

た。

Ⅰ．肺機能検査（入院9日目）

　肺活量1.04L、%肺活量41.3%、1秒量0.86L、1秒率

86.0%、肺拡散能は一回換気量不足のため測定不能で

あった。

Ⅱ．既往歴

　2型糖尿病、高血圧、脂質異常症

Ⅲ．生化学検査　

　HbA1c：8.3%、KL-6：552u/l、CRP：8.18mg/

dl、WBC：9970ul、TP：7.1g/dl、ALB；2.3g/dl

Ⅳ．画像所見　胸部CT　肺野条件　図. 1

■理学療法初期評価

　全身状態の指標として心拍数とSpO2を、呼吸困難

感の指標としてBritish Medical Research Council 

dyspnea scale（以下MRCs）と修正Borg指数を、全身

筋力の指標としてCybex Norm HUMACを使用し膝関節

伸展筋力のピークトルクを、運動耐容能の指標として6

分間歩行距離と快適歩行距離を経時的に計測した。各項

目の初期評価時の値を表1に示す。

　初期介入時より歩行練習、レジスタンストレーニング

を施行。翌日より自転車エルゴメータを施行。労作時

（レジスタンストレーニング時）HR150前後まで上昇、

修正Borg指数7となった。そのためレジスタンストレー

ニングを中止し、その代用として理学療法開始7日目よ

り下肢全体に筋収縮を誘発できる神経筋電気刺激装置

AUTO Tense PRO（株式会社ホーマーイオン研究所：

図8）を使用した。NMES施行中のバイタルはHR120回

/分で推移し、修正Borg指数は0であり、呼吸苦を認めな

かった。

■経過

　介入時、労作時の心拍数148bpm、SpO2 88%と頻

脈、低酸素状態であった。介入2週間後より労作時、

SpO2 90%を保つことが可能となり低酸素状態は徐々に

落ち着いてきた。また心拍数も退院時には130bpmとな

り予測最大心拍数の80％に近い状態となった（図2.3）。

MRCs、修正Borg指数は介入時、両指数ともに4と強い

呼吸困難感がみられたが、2週後に3、4週後には2とな

図1-1．入院時

表1．理学療法初期評価

図1-2．退院時

図1-3．退院後4ヶ月
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り経過とともに改善がみられた（図4）。膝伸展筋力は入

院中、右下肢筋力は38N･mから39N･mと維持が可能で

あり、低値であった左下肢は28N･mから37N･mまで改

善がみられた。退院後は右下肢47N･m、左下肢49N･m

と両下肢ともに改善がみられた（図5）。6分間歩行距

離は入院中に改善はみられなかったが快適歩行距離は

100mから500mに改善がみられた。退院後は6分間歩行

距離が400mから440mに改善し、快適歩行距離も500m

から1500mまで改善がみられた（図6.7）。

　理学療法の開始は入院10日目の安静時の低酸素血症

が改善し、安静時の酸素投与を終了した時点であった。

同日より歩行練習、レジスタンストレーニングを開始し

た。翌日より自転車エルゴメータを開始した。負荷量は

予測最大心拍数の80％以下を目安とし、20watt、回転

数40rpm、30分／日とした。レジスタンストレーニン

グの内容は起立・カフレイズ・ハーフスクワットを20回

とした。しかし、労作時頻脈、呼吸苦を認めたためレジ

スタンストレーニングの代用としてNMESを施行した。

なお週に1回ハーフスクワットを行い脈拍の評価を行っ

た。理学療法開始24日目よりレジスタンストレーニング

を再開し、自転車エルゴメータの負荷を25wattに変更

した。29日目よりレジスタンストレーニングの回数を各

50回、自転車エルゴメータの負荷を30wattまで漸増し

た。退院後も運動継続が必要と判断し、ホームプログラ

ムを作成、退院後の運動指導を行った。運動の内容は有

酸素運動としてウォーキングを1日15～30分以上、レジ

スタンストレーニングとして起立、カフレイズ、ハーフ

スクワットを実施。レジスタンストレーニングの強度は

下肢の疲労感が出る自覚的強度（ややきつい）とした。

運動は退院後、5／週の頻度で実施可能であった。

　NMESの設定はAUTO Tense PRO治療プログラムの1

つである下肢廃用モード（20Hz、5秒収縮、2秒休止）

を20分。刺激強度は、疼痛、不快感の許容可能な最大限

の範囲で漸増した。電極はベルト式のものを、片脚につ

き大腿に2カ所、下腿近位に1カ所を装着した。電極は下

肢の短軸全周を覆っており、下肢全体の筋収縮が得られ

る。

　生化科学検査データの経過を表2に示す。

　内科的治療は下記のような経過で治療が行われた。

　　入院時

前医処方での薬剤性IPが疑われ抗菌薬変更

シプロフロキサン（抗菌薬）

ヘパリン静注（抗凝固薬）開始

ネキシウム（胃薬）、バクタ（抗菌薬）

ボナロン内服（骨粗鬆症）

インシュリン（ランタス皮下注）

　　入院4日目

　　　プレドニン20mg（ステロイド）内服開始

　　入院6日目

　　　ネオーラル100mg（免疫抑制剤）内服開始

　　入院7日目

　　　ネオーラル150mgに増量

　　入院11日目

　　　ヘパリン。シプロキサン静注中止

　　入院37日目

　　　エンドキサンパルス療法500mg開始

　　　（免疫抑制剤、膠原病治療目的に）

　　入院99日目（退院52日目）

　　　プレドニン15mgに減量

　　入院121日目（退院74日目）

　　　プレドニン12.5mgに減量

　　入院142日目（退院95日目）

　　　プレドニン10mgに減量

　　入院170日目（退院123日目）

　　　プレドニン9mgに減量

表2．生化学検査
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図2．心拍数（HR）

図4．呼吸困難感

図8-1．NMES装置　AUTO Tense PRO　本体部分

図8-2．装着図　ベルト式の電極　大腿に2ヶ所
　　　   下腿に1ヶ所装着図5．筋力

図6．6分間歩行

図7．快適歩行距離

図3．SpO2
MRCs、修正Borg 指数
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■考察

　本症例は、理学療法介入当初より頻脈と呼吸苦のため

に十分量のレジスタンストレーニングが実施困難であ

り、その代用としてNMESを導入した。NMESはCOPD

急性増悪後の全身状態悪化・呼吸循環動態が不安定な

中でも早期筋力トレーニングとして効果的と報告され

ている2）。今回、入院中の運動耐容能、膝伸展筋力の

維持が可能であり、快適歩行距離の延長や呼吸困難感

（MRCs，修正Borg指数）の改善が見られ、レジスタ

ンストレーニングが実施可能となるまでの、代替手段と

なった。退院後は運動耐容能、膝伸展筋力にも改善がみ

られた。

　頻脈と呼吸苦の原因は急性炎症期であることや、換気

量・拡散能力低下による低酸素血症、またそれによる労

作時に強い呼吸困難感を訴えていたため身体活動制限に

よるデコンディショニングなどが考えられた。入院中よ

り快適歩行距離、呼吸困難感（MRCs、修正Borg指数）

の改善がみられた。この要因として画像・生化学検査よ

り疾患自体の治療促進が良好であり全身状態が安定した

事が考えられる。また、状態が安定し安静時呼吸状態が

改善した早期より呼吸理学療法が開始できたことが要因

と考える。それに加え、比較的若年であり、元々身体活

動量の多かった症例に早期よりNMESの介入を行い、

下肢筋力を維持できたことも要因として考えられた。ま

たリハビリテーションの受け入れも良好であり積極的に

治療に取り組まれたことも要因の1つであると考えられ

る。COPDではNMESの有効性に関する報告が増えて

いるがIPでは未だ、一定の見解は得られていない。しか

しながら、呼吸リハビリテーションマニュアルでは“IPは

COPDとは基本的に異なる疾患であるが障害としては共通

する事項があるためCOPDと同様に呼吸リハを行う”1）こと

が推奨されており、IP患者に対しても早期からのNMES

はデコンディショニングの予防に有効ではないかと考え

られる。

　入院中、左下肢筋力には改善が見られたが運動耐容能

および右下肢伸展筋力の維持は可能であったが向上には

至らなかった。左下肢筋力が改善した要因としては介入

時より右下肢に比べ筋力が低値でありNMESの反応が

良好であったのではないかと考える。運動耐容能および

右下肢伸展筋力の維持にとどまった要因としては介入期

間が短かったことによるものと考えられる。また、入院

中はステロイドによる加療を続けており、筋力の向上に

は及ばなかったのではないかと考える。筋力の改善には

至らなかったため運動耐用能も向上には至らなかったの

ではないかと考える。その他、肺活量1.04L、%肺活量

41.3%と重度な拘束性障害があり、ベースライン時の呼

吸機能が不良だったことが考えられる。健常者を対象者と

したNMESの研究では8週後から筋力の増大が見られ4)、

COPD患者に本症例と同機器を使用した研究では膝の伸

筋は6週後から増大が見られている5）。そのためいずれの

報告と比較しても本症例のNMESの介入期間は短かった

と考えられる。また、先行研究と比較してみてもベース

ライン時の呼吸機能は肺活量2.5±0.7L、%肺活量76.6

±16.8L%6）であり本症例は呼吸機能が不良だったこと

が考えられる。

　退院後は運動耐容能および筋力に改善がみられ、先行

研究6）とは異なり、改善は退院3ヶ月後にみられた。こ

れは、4週後よりレジスタンストレーニングを開始し、

退院後も継続できたことが要因としてあげられた。本症

例においても退院時の膝伸展筋力（右/左）39／37N･m

から退院3ヶ月時には47／49N･mと20.5／32.4%の

向上が各々みられた。IPの運動耐用能減少の要因とし

て、換気や血流比不均等、ガス交換障害また、それらに

惹起される肺高血圧や右心不全が原因とされる1）。さら

に、COPDと同様にIPでも下肢の骨格筋異常が運動耐

用能低下に密接に関連していると言われている。筋力

の改善が筋量の低下や筋力の低下をきたす骨格筋異常

の改善、筋力改善に伴う静脈還流量の増大が6分間歩行

距離の増大につながったのではないかと考えられた。ま

た、NishiyamaらはIP患者の運動耐容能減少の独立因子

は肺活量と大腿四頭筋筋力であった7）と報告しており、

Watanabeらは大腿四頭筋筋力が運動耐容能減少の独立

した因子8）と報告しており、大腿四頭筋筋力の改善は運

動耐容能向上に影響している可能性がある。Casaburiら

は十分な強度の運動は低強度の運動に比べ血中乳酸濃度

を大きく減少させた9）とあり筋力の改善に伴い十分な負

荷量の運動が行えたことも要因の1つと考えられる。

　しかし、HollandらはIP患者に対する呼吸リハの効果

は6ヶ月間持続しなかった10）と報告している。また、ス

テロイド投与患者において筋力の低下が10mg/日以下の

投与ではほとんどみられないが、40～60mgでは2週間

以内に筋力の低下がみられ、1ヶ月以上投与を続けると

ほぼ全例に筋力低下がみられはじめる11）と報告されてい

る。本症例は膠原病・IPの治療によりステロイド投与が

連日20mgに加え免疫抑制剤が投与されており、このた

め、今後筋力低下していく可能性が考えられた。そのた

め、疾患管理、および身体機能向上を目的として退院後

も運動継続を依頼した。ホームプログラムを制作し自宅

復帰後の運動指導を行った。本人の運動への意欲、理解

も良好であるため継続して運動を実施できている。
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■まとめ

　今回、頻脈と呼吸苦のためにレジスタンストレーニン

グを実施できない急性・亜急性IP患者に対しNMESを

行った。その結果、経時的に呼吸苦の訴えが減少し、ス

ムーズにレジスタンストレーニングに移行することが出

来た。NMESはデコンディショニングを生じやすい急性

IP患者に対しても有効な理学療法介入の一手段である可

能性があるものと考えられた。
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　１）文章はひらがな口語体現代かなづかいで横書きとし、漢字は術語以外は当用漢字を用いること。
　　また、単位は原則として国際単位系（SI単位）を用いること。
             長さ：m、質量：kg、時間：s、温度：℃、周波数：Hzなど         
　２）番号の付記順位は以下の例に従うこと。
　　　〔例〕　Ⅰ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　１．∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
　　　　　　　　　１）＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄
　　　　　　　　　（１）§§§§§§§§§§§§§§§§§
　　　　　　　　　　　①‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　３）原稿はA4サイズとし、メールで投稿をする事（送付先は、10．原稿の送付先を参照）。

メール投稿はMicrosoft Word2010で、読み込み可能なファイルを添付する事。
1ページ目は上2/3程度に1段組で英文表記を付けたタイトル、所属、著者名、そして要旨、キーワード3つを記す。
本文は2段組で作成する。1段の文字数は25文字、1ページの行数は45行とする。原稿の枚数は原則として3～5枚程
度とする。

　４）書体は明朝体とし、タイトルは20ポイント、所属・著者名は11ポイント、要旨・キーワード・本文は9ポイント
程度で印字すること。

　５）図表は本文中の何処に挿入または貼付しても構わないが、鮮明なものとする。また、原則としてカラー写真の掲
載はできない。

　６）査読終了後は、原則としてMicrosoft Wordで読み込めるファイル、及び図表データをファイルにしメールで送
付のこと。Microsoft Word以外のファイルの場合は、OS名、ソフト名を明記する事。また、図表はMicrosoft 
Power Point形式でも可とする。尚、本学術誌掲載時の図表配置等レイアウトは編纂委員会で行う。

　７）外国語名（地名，人名，その他）は原則として原語を用いること。
　　また、術語はできる限り訳語を使用し必要に応じて（　）の中に原語を入れること。
　８）文献は、本文中の該当場所右肩に１）２）の形で文献番号を付記し、以下の例にならって文末に本文の引用順に

掲示すること。
　　　①雑誌の場合〔例〕
　　　　執筆者：題名，雑誌名　巻（号）：最初の頁－最後の頁，発行年　
　　　　１）大峯　三郎，他：片麻痺患者の健側下肢筋力と立位バランス．理・作・療法19：544-549，1985
　　　　２）Greer M, et al：Physiological responses to low-intensity cardiac rehabilitation exercises. 
　　　　　　Phys Ther 60：1146-1151，1980
　　　②単行本の場合〔例〕
　　　　著者名：書名．引用ページ，発行所，発行場所（外国の場合のみ），発行年
　　　　１）芳賀　脩光：有酸素運動のトレーナビリティ．pp51-72，真興交易医書，1990
　　　　２）Basmajian JV：Muscles Alive. Their Functions Revealed by Electromyography, 4th ed. 
　　　　　　Williams & Wilkins, Baltimore, 1979
８．本誌に掲載された論文の著作権は、（公社）福岡県理学療法士会に帰属する。
９．別刷を希望する著者は、掲載決定後に学術誌編纂委員会へ申し出ること。
10．原稿の送付先
　　①メール投稿は県士会アドレスへ送信すること（県士会アドレス　fukuokapt@etude.ocn.ne.jp）
　　　投稿する場合は、メールタイトルの最初に「理学療法福岡初回投稿」と所属支部名、所属施設名、投稿者名を明

記のこと。
　　　原則として、査読審査後のメールのやり取りは、著者が投稿時に使用したアドレスを使用し、担当編纂委員が連

絡（メール）をする。
　　②投稿に関する問い合わせ
　　　〒800-0298　北九州市小倉南区葛原高松1丁目5番1号（TEL　093-471-7939）

　　　　　廣
ひろしげ

滋　恵一（九州栄養福祉大学リハビリテーション学部）
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学術局長 廣滋　恵一（九州栄養福祉大学リハビリテーション学部）

学術誌編纂委員長 廣滋　恵一（九州栄養福祉大学リハビリテーション学部）

学術誌編纂委員 宮﨑　至恵（福岡国際医療福祉学院）

 酒井　恵美（福岡和白リハビリテーション学院）

 石橋　敏郎（九州栄養福祉大学リハビリテーション学部）

 遠藤　正英（桜十字福岡病院）

 上瀧　健二（帝京大学福岡医療技術学部）

編纂協力者 足立　仁志　　荒木真由美　　井元　　淳　　江郷　功起　　太田　　靖

 緒方　　孝　　上島　隆秀　　河波　恭弘　　北野　晃祐　　木原　太史

 木村　美子　　熊谷　　武　　堺　　　裕　　相良美和子　　酒村　勇輝

 舌間　秀雄　　篠原　　敦　　髙野　吉朗　　田邉　紗織　　玉利　　誠

 飛永浩一朗　　永井　良治　　中島　義博　　長野　　毅　　中原　雅美

 東　　幹雄　　日高　幸彦　　松岡　美紀　　松田　浩昭　　村上　雅哉

 元村　隆弘　　山口　健一　　吉村　恵三

（五十音順）

　理学療法福岡29号をお送りいたします。ぜひ手に取って巻頭言から最後までじっくりと目を通して

いただきたいと思います。前号の特集テーマ「地域包括ケアシステム」に引き続き「地域包括ケアシ

ステム～現地レポート～」として、具体的取り組みを4名の方々に御寄稿いただきました。総じて、理

学療法士の積極的行動力とコミュニケーション力を基盤として、他職種協働のなかで専門的知識と経

験を伝え、発揮していくことが求められているのだというメッセージが込められていました。皆様の

背中を大いに押してくれる内容ではなかったでしょうか。

　第24回福岡県理学療法士学会最優秀賞の河上 淳一氏の論文をはじめ、今回も調査・研究、症例報告

に多くの御寄稿を頂きました。投稿者の皆様、編集協力者の方々に感謝申し上げます。本当にありが

とうございました。これからも理学療法福岡をよろしくお願いいたします。

（廣滋　恵一）

編　集　後　記
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地域包括ケアシステムの現状　─ 福岡県理学療法士会 ─
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地域包括ケアシステム　─ 現地レポート ─
　　　　　　　　　　　　　　　　　  

田川市地域包括ケアシステム構築における田川地区POS連絡協議会の取り組み

糸島市の地域包括ケアシステムの取り組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第24回福岡県理学療法士学会　一般演題
　最優秀賞　触診を用いた上腕骨後捻角測定の信頼性について

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　転倒セルフ・エフィカシーと身体機能の関係　－要支援高齢者に対する調査－

理学療法学生の自己効力感について　－臨床実習前後の比較－

機能的片麻痺起居動作評価表（FAHB）の開発と信頼性及び妥当性の検証

専門学校理学療法学科および作業療法学科における現役入学生と
非現役入学生の学習動機に関する縦断研究

足部内側縦アーチに対するShort foot exercise介入効果
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